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（１） 法人名

（２） 所在地

（３） 設立年月日

（４） 沿　革

（５）

（６）

（１） 役員の状況

　　平成　３年　４月 　愛媛県立医療技術短期大学に専攻科開設　（地域看護学専攻、助産学専攻）

　　平成１５年１１月 　愛媛県立医療技術大学設置認可

　　平成１６年　４月 　愛媛県立医療技術大学開学　（保健科学部　看護学科、臨床検査学科）

Ⅰ　法人の概要

１　基本情報

　　公立大学法人愛媛県立医療技術大学

　　愛媛県伊予郡砥部町高尾田５４３番地

　　平成２２年４月１日

　　昭和６３年　４月 　愛媛県立医療技術短期大学開学　（第一看護学科、第二看護学科、臨床検査学科）

　　平成２６年　４月 　愛媛県立医療技術大学に大学院を開設　（保健医療学研究科　看護学専攻（Ｍ）、医療技術科学専攻（Ｍ））

目　的

　この公立大学法人は、愛媛県における保健医療従事者の育成の拠点として、大学を設置し、及び管理することにより、豊かな人間性と倫理観によって培われ
た広範な視野と深い人間理解の下に、高度の専門的な知識と技術を備えた人材を育成するとともに、地域に開かれた大学として、教育及び研究を推進し、その
成果を社会に還元することにより、地域社会における保健、医療及び福祉の向上に寄与することを目的とする。

業　務

①　大学を設置し、これを運営すること。
②　学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。
③　法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。
④　公開講座の開設その他の学生以外の者に対する多様な学習の機会を提供すること。
⑤　大学における教育研究の成果の普及及び活用を通じ、地域社会の発展に寄与すること。
⑥　前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

　　平成１９年　３月 　愛媛県立医療技術短期大学閉学

　　平成２２年　４月 　公立大学法人に移行

　　平成２４年　４月 　愛媛県立医療技術大学に助産学専攻科を開設

２　組織・人員情報（令和7年５月１日現在）

役　　　職 氏　　名 就任年月日 備　　考

　理事長　学長兼務 安川　正貴 令和6年4月1日

　理事（非常勤） 土居　英雄 令和6年4月1日  愛媛経済同友会幹事

　理事（非常勤） 堀内　孝彦 令和6年4月1日  福岡市民病院長

　理事（総務、財務担当）事務局長兼務 星加　美樹 令和7年4月1日

　理事（教育研究、地域貢献）学部長兼務 中西　純子 令和6年4月1日

　監事（非常勤） 武田　秀治 令和4年8月31日  弁護士

　監事（非常勤） 丸木　公介 令和4年8月31日  公認会計士
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（２）

（３）

（１） 定　員

（２）

職員数

　教員　５７名（定員５９名）

　事務局職員　１３名〈うち県派遣６名、県から割愛１名、法人プロパー６名〉（定員１３名）、臨時職員１０名

組　織

　別紙組織図のとおり

３　学生情報（令和７年５月１日現在）

区分 入学定員 収容定員

　保健科学部
　看護学科 ７５人　 ３００人　

　臨床検査学科 ２５人　 １００人　

　助産学専攻科 １２人　 １２人　

　大学院
　保健医療学研究科

　看護学専攻 ５人　 １０人　

　医療技術科学専攻 ３人　 ６人　

１０２人

　助産学専攻科 １２人

　大学院
　保健医療学研究科

　看護学専攻 １２人

　医療技術科学専攻 ９人

現　員

区分 現員 合計

　保健科学部
　看護学科 ３０３人

４３８人

　臨床検査学科

その他 　研究生 ０人
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１ 全体概要

【総　　括】

２ 大学の教育研究等の質の向上

（１）教　　育　

【総　括】

Ⅱ　総括と課題

　愛媛県立医療技術大学は、愛媛県における保健医療従事者の育成拠点として、教育及び研究を推進し、それを通じて地域社会に貢献することを目的としてい
る。この目的を実現するため、令和６年度は、第３期中期計画３年目の年度計画に基づいて、理事長（学長）のリーダーシップのもと、教職員が一丸となって
日々の教育・研究活動及び社会貢献活動に自立的かつ機動的に取り組んだ結果、年度目標を概ね順調に達成することができた。

　国家試験の合格率は、看護師、保健師、助産師及び臨床検査技師のすべての資格について合格率100％の目標を達成することができた。

　大学院については、令和６年４月に11期生10名を受け入れ、６年度中に５名の修了生を送り出した。修了生のうち１名は社会人学生で、より高度な実践能力
とリーダーシップを身に付け継続勤務し、４名が就職（県内２名、県外２名）した。

　令和５年度に受審した大学認証評価における進言に照らし、アドミッションポリシー（ＡＰ）の一部修正を行い、あわせて、ディプローマポリシー（Ｄ
Ｐ）、カリキュラムポリシー（ＣＰ）との整合性がとれるよう文言の修正を行った。また、学修成果重視の考え方にもとづき、「教育目標」を削除して（新）
「教育理念」として整理し、基盤となる大学の目的・理念と学部・各学科及び大学院・各専攻の教育理念、教育研究目的、ＤＰ・ＣＰ・ＡＰを連関させるよう
見直した。
　教務委員会とFD委員会の合同企画で、授業デザインの基本的な考え方を含む「学生の学びを促すシラバスの書き方研修」と「シラバスの書き方～本学の様式
に沿って」の２つの研修を開催した。
　また、在学生がガイダンス内容を必要時に確認できるように、その掲載場所について再検討し、学生専用ページにガイダンス資料の項を作成し、厳選した内
容を掲載した。
　学生に対しては、電子シラバスを用いて、教育理念・目標、科目とDPの関連を説明し、DPを手がかりにしながら学習を進められるようにした。

　看護学科では、基礎看護技術教育において、教育補助者の配置による少人数教育を実施し、学生のレディネスや関心にきめ細かく対応し、主体性を重視した
指導を行った。また、４年生を対象に看護技術経験チェックシートの最高到達度調査を実施し、今年度調査の未経験項目が多い技術と国試模試での低得点の共
通項目について、ナーシングスキル(看護技術に関するe-learning教材)を活用した学習を学生に促した。実習に関しては、実習連絡会議を開催し、各実習施設
に対し、カリキュラム改正の内容や主要な科目内容などを説明し、臨床実習でなければ学べない内容についての情報共有や、総合実習の教育方法について、３
つの領域の取組みを共有するなど、実習施設とともに、教育方法の連携について考える機会とした。
　臨床検査学科では、学内実習においては少人数での指導体制を確保するとともに、学内実習や授業(免疫輸血検査学実習、画像検査学等)において、ディス
カッション及び復習用としてE-study等でのデジタル教材を使用した教材を活用した。また、E-study等を活用したＶＲ教材の試作・活用を生理検査分野に加
え、医用工学において実施した。
　さらに、臨床現場で必要な基礎的専門知識と技術の強化を図るため、臨地実習ⅠからⅢにおいて、必要な技術習得到達度評価を実施するとともに、愛媛県臨
床検査技師会学会と協働し、臨床現場で活躍する臨床検査技師等による講義(在宅医療、認知症、がん免疫など)や研修会(他大学との多職種連携プログラム、ス
キルアップ)を実施した。
　
　地域の保健医療に貢献する優秀な人材を確保するため、進学相談会、オープンキャンパス、高校の進路指導担当教員に対する説明会等を通じて、本学の求め
る学生像の浸透に努め、学校推薦型選抜の出願倍率は3.0倍となり前年度（2.6倍）を上回ったものの、一般選抜（前期）の出願倍率は1.9倍（看護1.8倍、臨床
2.0倍）となり、前年度（3.7倍）を大きく下回り、目標（３倍）を達成することができなかった。しかし、県内からの出願者の比率は81.7％と前年度
（68.1％）から増加した。
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【課　 題】

（２）学生支援　

【総 括】

　地域の保健医療に貢献する優秀な人材の確保のため、６年度に目標を大きく下回った一般選抜（前期）の出願倍率の目標（３倍）達成に向けた対策を検討す
るとともに、引き続き国家試験の合格率100％を達成していけるよう、大学の授業内外で実践的な国家試験対策の強化及びクラス顧問や卒業研究担当教員等によ
る充実した個別のサポートを継続する必要がある。

　大学院については、８名（看護学専攻5名、医療技術科学専攻3名）の定員に対して、令和６年度は10名（看護学専攻6名、医療技術科学専攻4名）で定員を上
回って確保していたが、令和７年度は７名（看護学専攻4名、医療技術科学専攻3名）と定員割れとなった。学内応募の奨励と関係機関への働きかけ等、より有
効な対策を検討していく必要がある。

（修学支援）
　共通ガイダンス及び学科・学年別ガイダンスにおいて、シラバスや学生生活の手引き等を用いて履修指導を行った。保護者への成績提供を実施し、大学と保
護者が連携して学生が適切な履修ができるよう指導・支援を行った。ＳＴＵメールや学生専用ホームページ等を積極的に活用するとともに、特別な配慮を必要
とする学生に対しては、担当教員やクラス顧問と教務委員が連携し、状況に応じて専門家（外部カウンセラー）の知見を取り入れながら、適切な個別支援や指
導を行った。学生数が多い看護学科では、学習状況の共有や修学上必要な配慮等に関する情報共有を円滑かつ安全に行うための「学生カード」を作成し、継続
的な学習支援のための仕組みを新たに構築した。
　また、４年生の学生に対し早期からの国試勉強を促すとともに、模試の開催日程や学習場所の検討など学生が主体的に学習できる環境整備を促した。模擬試
験の成績の芳しくない学生へのフォローなど国試対策のサポートを行った。模試受験費は一部後援会から経済的支援を受けた。

（生活支援）
　健康診断の実施や、交通安全講習会や犯罪被害防止教室の開催など、学生の健康管理や安全・安心な生活の支援を行った。また、学生生活に関する相談体制
について周知し、利用しやすい環境づくりに努めた。
　「感染予防マニュアル」について、急性呼吸器感染症の５類移行に伴う加筆など、令和７年度版に向け全体を見直し、学生に配布して、感染予防のためのワ
クチン接種の呼びかけや注意喚起を行った。
　学生祭の実施や、学内清掃活動や球技大会等の実施にあたり、自治会に助言を行った。また、新たなサークルの発足について必要な手続き等の助言を行っ
た。
　学生ボランティア登録サイトを通じて本学に寄せられたボランティアを紹介し、学生の自主的な活動を支援した。「砥部町子育てフェスタwith福祉フェス
タ」「えひめパラスポーツフェスティバル2024」「砥部町第2回ファミサポ交流会」「麻生小学校校区探検」などに学生ボランティアが参加した。
　さらには、不審者等による犯罪から本学学生を守り、犯罪等を発生させないための抑止力ともするため、大学正面出入口及び大学院出入口付近を監視する防
犯カメラ２基を新たに設置するとともに、構内への全ての出入口に、ステッカーにより防犯カメラ設置を周知するなどの安全対策に取り組んだ。

（就職・進学・卒後支援）
　進路セミナー後のアンケートや進路・就職アンケートの結果を参考に、就職支援に関する大学ホームページの一層の充実を図り、県内医療機関の職場紹介や
就職のための来学情報、就職体験談や卒業生の声の掲載を行い、卒後のキャリアデザインが描けるよう支援を行った。
　地域交流センター・学生委員会・同窓会が共同し、在学生と卒業生・同窓会との集い(ホームカミングデー）を６月に開催し、職業意識の向上やキャリアデザ
インの設計を支援するとともに、情報交換などの交流の促進を図った。教員を通じて卒業生が抱える課題やニーズの情報収集に努めるとともに、卒業生個人や
施設から情報収集するため、ホームカミングデー開催時にアンケートの実施や、卒後支援ホームページへの情報の書き込みについて呼びかけた。
　就職・進学に関する全情報を学生が自由に閲覧できるよう学生ホールに掲示、学生専用ホームページへの掲載や、ＳＴＵメールでの案内など積極的に情報提
供した。また、求人のための医療機関からの来学情報については、クラス顧問に情報提供を行い就職支援につなげた。
　県内医療機関の情報発信や県内就職促進事業の取組みの充実を図るため、３年生及び４年生を対象とした進路セミナーを４月に２回実施し、県内医療機関か
らセミナーに参加いただき、きめ細やかな情報発信を行った。さらには、地域医療見学ツアーを実施し、県内就職率の向上に努めた。
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【課 題】

（３）研　　究　

【総　括】

【課　題】

　学内競争的研究助成費5,600千円（前年度同額）を確保し、教員の研究活動を後押しているが、令和６年度から、これまでは若手支援に重点をおき、教授職は
研究代表者として応募できないとしていた応募要件を見直し、教授職の申請を含む５件を採択し、より学内研究の活性化を図った。前年度採択案件について
は、研究成果について公開報告会を実施した。
　令和６年度はＥＰＵ先端医療セミナーに替えて、大学開学20周年記念事業の中で、政府の元新型コロナウイルス感染症対策分科会会長の尾身茂氏等を招聘し
て「市民公開講座」を開催した。
　
　科学研究費補助金の申請率は、84.4％（38名／45名（申請有資格者））で、目標（80％以上）を達成した。外部資金獲得競争が激化する中で新規採択件数は
６件（令和５年度５件）で、新規採択と継続採択を合わせた採択件数は28件となった。

　研究成果の還元においては、大学ホームページを更新し、各教員のページで最新の研究成果を発信、県内医療関係者を対象とした多文化共生時代の医療コ
ミュニケーションセミナーを開催したほか、本学が作成していた「性教育パッケージ」教材について、希望者（2施設）に対して教材提供を行った。

　教育研究活動や産学官連携を含む社会貢献活動を行う際に生じるおそれがある利益相反の適切な管理のため、本学の指針となる利益相反マネジメントポリ
シー及び利益相反マネジメント管理規程に新たな規定・項目を追加し、管理体制を整備した。

　学内競争的研究助成費で採択された研究が科学研究費補助金などの外部資金の採択につながっており、今後とも教員研究費を確保するとともに、科学研究費
補助金等外部資金の獲得を通じて本学研究の活性化を図ることが、研究成果の蓄積、優秀な教員の育成、また外部の優秀な教員の確保にもつながることから、
引き続き研究基盤の整備・充実に努める必要がある。
　一方、論文掲載数については、27件と前年度（46件）より減少し、中期計画３年目の時点で累計103件と６年間の目標達成（300件）に向けて順調とは言えな
い状況であり、研究成果の積極的な公表にむけた支援対策を強化する必要がある。

　令和６年度の就職状況については、就職者93名のうち県内就職者が61名で、県内就職率は65.6％であった。目標値60％以上を達成したものの、就職者のうち
県内出身者は70名で、そのうち18名が県外の大学附属病院や総合病院に就職している状況であった。県内就職率向上のためには、学生が早い段階から地域医療
の現状や県内医療機関の特性・魅力を認識し、就職にあたって県内医療機関を選択するというプロセスを構築することが重要であることから、医療機関や関係
機関とも連携し、県内医療機関の魅力をアピールし、学生の県内就職を促進する取組みを充実していく必要がある。
　
　県内就職率向上のためには、県内出身学生の割合を増加させ、地元就職を促進させる必要がある。学部入学生の県内出身者比率は、３年度76.0％、４年度
76.0％、５年度73.0％、６年度74.3％、７年度75.0％となっており、これまで取り組んできた県内高校への積極的な働きかけが、県内出身者の確保につながっ
ていると考えられることから、引き続き効果的な広報を行っていく必要がある。８年度入試では、県内出身学生を対象とする学校推薦型の募集人員を10名増加
するため、その結果を注視していきたい。

　卒業生に対する支援（教育・研究、再就職等）については、ホームカミングデーや同窓会（木蓮会）の活動を通じてより積極的な支援を実施しており、今後
とも有効な支援方策について検討する必要がある。
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（４）社会貢献　

【総　括】

【課　題】

　
　各教員が関係機関や団体の要請を受け、保健医療機関・行政・関係団体等が開催する講座や研修会での講師・技術指導・助言及び患者・家族会やＮＰＯ等へ
の支援45件、行政・関係団体の委員等117件、学術集会や保健医療機関から委嘱されたボランティア活動等14件など計176件の地域貢献活動を行った。また、看
護職や臨床検査技師等専門職からの研究・研修・データ分析・検査技術など個別相談に対して、各教員が専門性を生かして支援を行った。（来学、電話・メー
ル等による相談件数49件）
　地域における保健医療福祉分野の課題解決に関する事業として、「保健師の多様な働き方セミナー」、「ゲートキーパー養成講座」、「多文化共生時代の医
療コミュニケーションセミナー」を開講した。「多文化共生時代の医療コミュニケーションセミナー」には、県内の看護師、保健師、医師、看護教員など16名
の参加があり、多職種間のディスカッションや交流が行われた。「ゲートキーパー養成講座」では、看護学科学生74名が参加し、自殺対策について松山市保健
所の保健師等から講義を受け、連携強化の場となった。
　また、「思春期保健スキルアップ研修会」は、助産師、保健師等94名が参加し、思春期男子の性教育の必要な知識の取得及び男子の性教育の在り方について
参加者同士の意見交換の場となった。
　県内の看護教員を対象とする「看護教員継続教育研修会」を３回実施した。看護教員が臨床判断能力の育成や地域包括ケア時代の看護基礎教育等について学
ぶとともに、県内の看護師養成学校間での情報共有や意見交換の場になった。また、看護職の自律的なキャリア形成を促すことを目的に、県内の保健師や潜在
保健師を対象に「保健師の多様な働き方セミナー」を実施した。

　大学の設置目的にも掲げた教育・研究の地域への還元については、地域交流センターを中心に県内関係機関・団体と連携して、特に人材育成の面で貢献をし
てきたが、今後、更に本県の保健医療に係る重要課題（高齢化に伴う認知症対策、介護予防対策、妊娠期から育児期の切れ目のない支援、中山間地や離島など
の地域医療・ケアなど）に対する調査研究、施策化の提案を行政機関と協働で取り組むなど、本学教員の専門性を生かした地域貢献活動を一層強化していく必
要がある。
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３ 業務運営の改善及び効率化

（１）運営体制　

【総　括】

【課　題】

（２）教育研究組織

【総　括】

【課　題】

　今後とも、理事長（学長）のもと、法人・大学の各組織を有機的かつ機動的に運営し、多様化する課題への迅速な対応に向けて、教職員が一体となって大学
運営に取り組んでいく必要がある。

　教育研究審議会において教育機関以外の有識者を含めた３名の外部委員から、重要事項に関して幅広い意見・提言を求め、効果的・効率的な教育活動の実践
に繫げた。

　外部委員を積極的に活用し、社会のニーズに対応した教育研究活動を進める必要がある。

　　理事会等の法人組織と教授会等の学内組織と情報や課題を共有し、それらの意見や提言を踏まえて、運営戦略会議で方針を協議し、理事長（学長）が意思
決定した事項について、教員組織及び事務局に対して迅速な指示を行っている。
　また、大学運営組織について、多様化する課題への迅速な対応に向けて、「本学のＤＸ」や「ＳＮＳ等を活用した新しい広報」を学長補佐の特命事項とし、
学長補佐は関係する委員会等と連携しながら、時代に即した教育などを念頭に課題を抽出するなど、スピード感をもって前進させている。

 「ガバナンス・コード」について、公立大学ガバナンスコードにおいて「研究インテグリティの確保」と「サイバーセキュリティの確保」が盛り込まれたこと
から、令和７年11月に改訂し、教授会等で周知を図った。
「内部統制」については、役職員の職務の執行状況について、日常モニタリングにおいて自己点検・評価を行い、各種委員会や各役職段階でのチェック体制が
機能しており、主体的かつ組織的な運営を行う体制がとれている。

　県との関係では、今年度から新たに保健福祉部との意見交換の場を持ち、全県的な課題である看護師確保策について協議を重ね、また本学にも学長をリー
ダーとするタスクフォースを編成して県事業の予算化に向けた提案を行うなど連携は強化されている。さらには県内の主要な医療機関や医療系大学の状況や要
望等を県と連携してヒアリングを実施するなど、地域課題の解決に向けた取組みに主体的に参画している。
　(公財)愛媛県総合保健協会とは、相互の人的・物的資源や調査研究成果を効果的に活用するための包括連携協定を締結しており、同協会が作成するＣＭに本
学の学生等が参加し、特定健診受診率の向上に一翼を担った。このほか（公社）日本看護協会が運行するラッピングバスを看護週間中に受け入れ、看護の魅力
等のＰＲにも協力した。
　また、看護系科目を設置・設置予定の県内高等学校からの要請に応じて、本学教員を総合的な探究の時間における課題研究指導講師として派遣するととも
に、カリキュラム編成等に当たっては、専門的知見からの助言を行った。また、入試における高大連携について、３度にわたり教育委員会と意見交換を行っ
た。
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（３）人事

【総　括】

【課　題】

　教職員の採用や昇任については、退職教員等の後任補充を行うため、適宜、教員の募集と選考を行い、令和６年４月１日付けで教員３名（特定教員１名を含
む）を新規採用し、特命教授２名の雇用を更新した。また、令和７年４月１日付けで教員５名（特定教員１名含む）の採用を決定し、特命教授１名の雇用を更
新することとした。
　この結果、令和７年４月１日現在で、特命教授・特定教員を含めて57名（欠員２名）の教員を確保した。また、大学院担当教員については、学内資格審査及
び新規採用により、令和７年４月現在で32名を配置し、教育体制の充実を図った。
　なお、教員の採用や昇任にあたっては、教育研究審議会の場において、成績主義に基づき公平性・客観性が担保された適正な選考を行った。

　教員の業績評価については、教員業績評価委員会の委員からの意見を反映して、「表彰の受賞」を点数項目として追加し、論文等の業績や各分野への貢献の
状況等が反映され、教員の勤務意欲と能力の向上につながるよう、業務報告書の見直しを行った。学生による授業評価などを取り入れた新たな総合業績評価制
度については、現行の評価制度においても学生からの視点が入ったものになっていることから、引き続き現行制度で評価することとした。

　事務局職員については、令和６年度末で退職する後任補充のため、令和７年４月１日付け採用の法人事務職員の採用試験を実施した。人手不足の情勢等を踏
まえ、受験の上限年齢を45歳まで引上げてし、幅広い年齢層の応募者の中から活躍が期待できる１名を採用した。
　プロパー職員の人材育成については、４年度に策定した「人材育成方針」に基づき、主幹１名を人材育成責任者に指名し、方針に沿った取り組みを推進させ
るととともに、法人採用職員を大学事務の専門職員として育成するため、愛媛県や公立大学協会及びＳＰＯＤ（四国地区大学教職員能力開発ネットワーク）等
が実施する研修などへ積極的に参加させ、研修内容の事務局内での共有を図った。令和７年４月現在の事務局体制は、県からの派遣職員６名及び法人プロパー
職員６名となっている。

　

　優秀な教職員の確保は大学運営の基盤であり、退職者の後任補充はもとより、大学・大学院の拡充や教育・研究水準の向上を踏まえ、実績のある人材の採用
に努めていく必要がある。また今後は、採用した教員の教育・研究能力を向上させるシステムを構築する必要がある。
　
　事務局プロパー職員に対して、大学事務の中核を担う職員としての成長を支援するため、継続的に大学内外で研修等を行うとともに、今後の職員採用及び事
務局体制のあり方について検討していく必要がある。
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（４）大学運営業務

【総　括】

【課　題】

　事務局職員を対象に、働きやすさの改善と働きがいの向上の両立を目指す「働き方改革指針」に沿って、事務局管理職が「無駄・非効率排除宣言」を行うな
ど、職員に対し働き方改革・業務効率化の意識付けを図った。
　なお、時間外勤務は20時までに終了するよう計画的に取り組むことの意識付けを繰り返し行ったが、令和６年度においては、職員のスキルアップ等のため約
８割の事務局職員の担当業務を変更したことなどから、令和６年度の超過勤務時間は前年度から増加した。
　業務効率化については、証明書発行システムの改修を行うことで、担当職員の業務省力化を図ったほか、業務のデジタル化について、業務改善プラットホー
ム（キントーン）等の改善ツールの試行などにより検討を行った。
　理事会等の各種会議において導入していたＡＩ議事録作成システムを他の委員会にも導入し、さらに議事録作成時間の短縮を図った。
　大学運営業務のペーパレス化については、業務の会議資料のペーパーレス化を実施するなど、教職員のペーパーレス化への意識改革を促し、紙の購入量は削
減傾向に転じたが、最終目標達成までには課題がある。

　　デジタル化による業務改善に向けた具体的な活用方法の検証・検討については、当初、業務改善プラットフォーム（キントーン）活用など、本学の実情に
応じた具体的な活用方法を確立する予定であったが、改めて費用対効果を踏まえ、本学全体のＤＸを推進していく中で検討することとなった。本学は小規模大
学であることから、費用対効果の面からシステム導入が容易ではなく、業務の効率化に課題を抱えている。

　会議資料のペーパーレス化について、教育目的の紙の使用が約７割を占めるため、教員に対し紙の使用状況等に関するアンケートを実施した結果から、パソ
コンに電子ペンでの書き込み機能がないことや紙資料を使用した勉強スタイルなど学生側の課題等が多く抽出されたことから、今後は教育の質を維持しつつ、
デジタル技術を活用した時代に即した教育を計画的に進めていき、結果としてペーパーレス化につなげることを確認した。
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４ 財務内容の改善

（１）外部資金及び自己収入の増加　

【総　括】

【課　題】

（２）予算や資産の効率的、効果的な運用

【総　括】

【課　題】

　各種助成金の公募情報を随時教員に提供するとともに、科学研究費補助金の獲得実績がある教員を講師とした研修会の開催や関係図書の購入により、外部研
究資金獲得のための支援を行った。令和６年度の科学研究費補助金は、22件の継続研究に加え、６件が新たに採択され、教員の研究活動は活発になっている。

　本学の教育研究、国際交流、社会貢献活動等の充実に資することを目的として設置している「愛媛県立医療技術大学基金（ＥＰＵ愛顔基金）」について、大
学ホームページや開学20周年記念行事でＰＲを行ったほか、同窓会誌、大学案内や広報誌を関係者へ郵送する際、ＥＰＵ愛顔基金への寄附依頼を同封するとと
もに、卒業生にも寄附依頼を配布し周知を行った。
　また、砥部町へのふるさと納税を活用した寄附募集が開始され、同町から538件436万円の支援金をいただいた。
　そのほか、愛媛銀行と伊予銀行と遺贈寄附に関する協定を締結し、本学が人生における思い出の場となった方や地域医療の発展を願う方が、相続が発生した
際に、遺言書を作成することなく、本学に寄附することができる体制を構築した。

　運営費交付金が効率化係数により減額される中、事務の効率化を進め、運営費用の節減に努めるとともに、引き続き、砥部町へのふるさと納税による寄附の
呼びかけを積極的に行い、また、外部資金の獲得や受託研究の確保など新たな財源確保策を検討する必要がある。

　社会保険労務士によるコンサルタント業務や清掃の委託、警備の複数年委託、庁舎管理に専門性を有する日々雇用職員の継続雇用など、業務の合理化と人件
費抑制に並行して取り組んだ。

　予算の優先順位を明確にし、引き続き、経費の効率的・効果的な執行に努める必要がある。
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５ 自己点検・評価及び情報の提供

（１）自己点検・評価の実施

【総　括】

【課　題】

（２）情報公開及び情報発信

【総　括】

【課　題】

　令和４年度に策定した内部質保証に関する方針で定めた責任体制・システムに基づいた大学活動の質保証及び改善を行い、内部質保証システムの恒常的・継
続的な運用を行うことができている。
  令和５年度に受審した大学基準協会による大学認証評価の結果において、評価基準に適合していると認定され、令和６年度の大学法人評価委員会（令和５年
度実績）においても、「全体として順調に進捗している」と評価されており、本学の内部質保証システムの適切性が認められている。

　内部質保証の充実を図るため、自己点検・評価委員会において業務の検証を適切に実施する。

　
　大学開学20周年記念事業として、７月14日に政府の元新型コロナウイルス感染症対策分科会会長の尾身茂氏等を招聘して市民公開講座を開催し、その中では
本学のこれまでの歩みと今後の展望、コロナ禍における県内従事者の活躍や教訓を踏まえた感染症パンデミックへの備え等について、医療関係者及び県民向け
に講演をした。また、９月28日には、本学の発展に尽力をいただいた関係者を招いて記念式典・祝賀会を開催した。当日の愛媛新聞には、スクールカラーの菖
蒲色を用いた一面広告を掲載し、受験生や保護者など県民に向けた広報を行い、大学の知名度向上を図った。大学広報誌「砥礪」では、開学20周年をテーマに
企画し、本学の20年のあゆみ等を広く学外に周知した。
　
　オープンキャンパスについては、ホームページ等や高等学校対象説明会（参加校23校）で参加教員に向けて本学の情報発信、各高等学校に開催案内を送付す
るなど効果的な広報活動を実施した。８月と10月に来学型のオープンキャンパスを実施したほか、12月を大学ホームページ上のＷＥＢオープンキャンパス視聴
推進月間とし、県内外の高校生やその保護者に向けて、大学の特徴や入試情報、学生生活の様子を発信し、大学への理解促進を図った。

　ホームページを通じて正確な情報発信ができるよう発信内容について確認を行い整備を実行した。また、４月に開設した大学公式ＳＮＳ（インスタグラム）
について、オープンキャンパスや進学説明会等を通じて、高校生に周知を行い新たなフォロワー数の獲得に貢献した。

  

　法人情報の公開は法人・大学としての責務であり、適正に対応するとともに、本学への理解を深めるため、教育研究や地域貢献活動に関する情報発信を工夫
し、積極的に行っていく必要がある。 
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６ その他業務運営

（１）施設設備の整備、活用等

【総　括】

【課　題】

（２）危機管理・人権　

【総　括】

【課　題】 　学生・教職員の安全管理をはじめ、教職員の職場環境の改善とハラスメント対策・メンタルヘルス対策などに継続して取り組んでいく必要がある。
　引き続き相談体制を整備するとともに、研修会を継続的に実施し、教職員の意識啓発にも取り組んでいく必要がある。

　長寿命化計画に基づき、目的積立金を活用して、ガス漏れ火災警報設備直流電源装置の更新を行った。また、一般管理費により消火栓ホースの取替えを行っ
た。そのほか、運営費交付金の特別分を財源として、外壁補修を実施した。
　さらには、学生の要望により、駐輪場近くの階段に照明を設置した。また、枯木の除去や別館前インターロッキング、別館講堂天井や食堂前通路天井の雨漏
り箇所の整備等、危険個所を早期に発見し、対応を行った。
　別館の有効活用については、7101研修室にタイルカーペットや机、椅子等の設置が完了し、環境が整備された。

　経年劣化により施設設備の修繕が必要な箇所は年々増加しており、日常的な点検により軽微な修繕等を適宜実施するとともに、計画的な改修・修繕を行い、
良好な教育研究環境の整備に努める必要がある。
　別館に新たに整備した7101研修室の有効活用については、教育研究の充実に向けて、学生からの要望も踏まえつつ、引き続き検討が必要である。

　新型コロナ感染症の感染症法上の位置づけが５類感染症に移行した令和５年５月８日以降、学生の学内外における活動を基本的な感染対策の継続を除き、原
則として、平常時の対応としたが、引き続き保健医療従事者を目指す者であることの自覚をもって、油断することなく、基本的な感染対策とより一層慎重な感
染回避行動をとるよう呼び掛けるともに、危機管理委員会を存続させ、新興・再興感染症対策を意識した学内の安全衛生管理・感染防止体制を継続させた。
　感染症対策として、建物入り口など主要箇所に手指消毒液の配置を継続するとともに、二酸化炭素濃度を含めた室内空気環境測定を２か月に１度実施した。
また安全衛生の視点も含めた職場巡視を行い、学内の安全衛生の向上に努めた。
　
　「災害対策マニュアル」の見直し及び「学生用避難所運営マニュアル」の策定、「災害対策本部設置訓練」を実施した。防災備品や物資の整備・備蓄を行う
とともに、学生や教職員を対象とした効果的な防災教育や訓練を実施した。
　教職員の情報セキュリティに関するリテラシー教育は、８月にセルフラーニング研修を実施し、情報セキュリティに関する全体の状況を把握するとともに、
教職員自身で学びを深めた。さらに、「サイバーセキュリティ対策等基　本計画」を令和６年度から８年度版に更新し、令和7年度前期までの達成を目標に「情
報セキュリティインシデント対応手順及びインシデントフローの洗練化」に向けて取り組んでいる。

　全学生に対し、ハラスメントに関するアンケート調査を実施し、その結果を学生委員会で分析し、回答のあったセクシャルハラスメントとアカデミックハラ
スメントの案件について、教授会で全教職員に報告し、注意喚起を行うことで再発防止に努めた。
　学生生活で生じる様々な問題や悩みの解決を手助けする学生相談室に学外カウンセラーを配置し、随時相談を受け付けるとともに、相談件数が多い場合は相
談枠を増やしたり、学生の時間に制限がある場合は時間外枠を設けるなど、相談体制の充実に取り組んだ。
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Ⅲ　項目別の状況　

項　目 　1　教育

１　第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置

(１）目指すべき教育の方向

ア　学部(専攻科含む)

中期目標

（１）目指すべき教育の方向
　ア　学部（専攻科含む）
　　　確かな自己教育力を基盤に、豊かな人間性と科学的根拠に裏打ちされた実践力を身につけた保健医療専門職を育成する。
　イ　大学院
　　　保健医療の分野に関してより高度で専門的な学術理論及び実践能力を身につけ、高度専門職業人として総合的な判断能力・指導力・教育力等を発揮し、地域医療に
　　　貢献できる人材を育成する。
（２）教育課程（カリキュラム）の充実・強化
　　　教育理念・教育目標の実現に向け、保健医療従事者としての基盤となる能力を効果的、効率的に修得でき、かつ自己教育力が高まる教育方法を検討し、実践する。
（３）教育・学修環境の整備・充実
　　　質の高い学修、実習のための良好な施設、設備の提供と、自主学修意欲を喚起するための演習室、図書館等の整備を進めるとともに、教員の更なる教育力向上を図り、
　　　学生の教育・学修環境の充実に取り組む。
（４）学生の受入れ
　　　大学の教育理念・教育目標に基づき、アドミッションポリシー（入学者受入方針）や入学者の選抜方法を適切に設定し、同ポリシーを理解した学生の確保を図る。
　　　また、県内の高校との連携活動を推進し、地域の保健医療に貢献する大学が求める学生像や教育内容等を積極的に情報発信する。

中期計画 年度計画 業務の実施（計画の進捗状況） ウェイト
進行状況

評価委員会コメント
自己評価 委員会評価

① 教育理念・目標と教育課程の
連関に関する教育実施、シラバス
の内容充実や提示方法を改善す
る。

教育理念・目標やディプロマポリシー（注
１）に関してガイダンス時に説明するととも
に、令和５年度にコロナ感染症の５類移行に
伴って先送りしたガイダンス資料のオンデマン
ド型学習支援システム（E-study）への掲載を
実施し、学生がこれらを常に確認できるように
する。また、引き続き電子シラバスの活用状況
を分析し、電子シラバスの改善に努める。

看護学科では、学科のディプロマポリシーが
示す内容を学生・教員間で共有できる表現に
なっているか、教育理念・教育目標との整合性
を確認すると共に、ディプロマポリシーを手が
かりにしながら学生が学習を進められるよう電
子シラバスの内容を学生・教員間で共有し、有
効に活用する。

臨床検査学科では、引き続き学科のディプロ
マポリシーと各教員が担当する科目が目指す
ディプロマポリシーの関連を検証し、各科目の
教育内容が各ディプロマポリシーを反映したも
のとなるよう、検討する機会を設ける。

　
令和５年度に受審した大学認証評価における進言に照らし、ア

ドミッションポリシー（ＡＰ）の一部修正を行い、あわせて、
ディプローマポリシー（ＤＰ）、カリキュラムポリシー（ＣＰ）
との整合性がとれるよう文言の修正を行った。また、学修成果重
視の考え方にもとづき、「教育目標」を削除して（新）「教育理
念」として整理し、基盤となる大学の目的・理念と学部・各学科
及び大学院・各専攻の教育理念、教育研究目的、ＤＰ・ＣＰ・Ａ
Ｐを連関させるよう見直した。

教務委員会とFD委員会の合同企画で、授業デザインの基本的な
考え方を含む「学生の学びを促すシラバスの書き方研修」と「シ
ラバスの書き方～本学の様式に沿って」の２つの研修を開催し
た。

また、在学生がガイダンス内容を必要時に確認できるように、
その掲載場所について再検討し、学生専用ページにガイダンス資
料の項を作成し、厳選した内容を掲載した。電子シラバスの利活
用については、学部生を対象として調査を実施し、電子シラバス
の導入は概ね良好に受け入れられており、情報量や機能面でも一
定の満足が得られていた。一方、さらなる改善点として提案の
あった視認性の工夫などはシステム上の制限もあり、継続検討す
ることにした。
　

2
Ⅳ
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(注１）
・ディプロマポリシー（ＤＰ）：学位授与の方
針
・カリキュラムポリシー（ＣＰ）：教育課程編
成・実施の方針
・アドミッションポリシー（ＡＰ）：入学者受
入れの方針

　
看護学科では、ガイダンス時に教育理念・目標とＤＰとの連

関、教育課程とＤＰとの連関について説明した。また、各科目担
当教員が初回授業時に、電子シラバスを用いて授業目的、授業目
標、科目とＤＰとの連関を説明し、ディプロマポリシーを手がか
りにしながら学生が学習を進められるようにした。実習に関して
も教育理念、教育目標、ＤＰとの連関・整合性を確認し、ＤＰを
てがかりに学生が学習が進められるように実習要綱及び実習の手
引きの作成を行った。加えて、アセスメントプラン項目に基づい
た関連データについて、各講座での読取を行い、学生のディプロ
マポリシーの達成状況等を確認するとともに、シラバス及び教育
の実施への反映を促した。さらには、ディプロマポリシーの読取
結果を基に、今後の評価方法の方向性について検討した。

臨床検査学科では、各教員が担当科目の履修時に各々の目指す
ディプロマポリシーを確認するとともに、初回授業時に、学生へ
説明を実施した。さらに、シラバス作成に際して、各科目のディ
プロマポリシーを反映した教育内容となるように検討を依頼し、
確認した。
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1 Ⅲ

② オンライン教育の基本方針及
びガイドラインを策定するととも
に、学生のオンライン教育環境を
順次整備する。

計画的なＤＸの活用の推進及びＤＸを活用した公開授業見学を
目的に、年度初めの活用計画調査と前期のＤＸ活用実施状況調査
を行った。実施状況は、各領域で概ね予定通り実施できており、
前期開講30科目のうち10科目で活用されていた。後期分の調査
は、次年度初めに実施予定。

また、オンライン学習支援ツールを用いた授業の検討のため、
ＤＸ管理iPad75台の利用希望調査を行った。

今後、これらの調査結果を踏まえて、ＤＸ活用の目標値と方向
性、希望領域に沿った活用方法も検討する。

自己評価 委員会評価
中期計画 年度計画 業務の実施（計画の進捗状況） ウェイト

進行状況
評価委員会コメント

令和５年度のオンライン学習支援ツールの活
用状況に関する調査結果を分析し、これらの
ツールを用いた看護の実践と知識の統合に向
け、現在の学習支援環境の課題を具体的に改善
するための対策を検討する。

また、オンライン学習支援ツールを取り入れ
た授業のあり方についての指針を検討する。

③ アクティブ・ラーニング（注
１）等による自己教育力の向上、
ｅーラーニングの活用を拡充す
る。

（注１）教員による一方向の講義
形式ではなく、学修者の能動的な
学修への参加を取り入れた学修法

１年生・３年生を対象にPROGテスト（注２）
を実施し、自己教育力の向上や就職活動等に向
けて、結果を活かすよう促すとともに、学修時
間・学修態度に関する調査の目的、有効性、内
容を見直す。また、授業改善に関するセミナー
等の周知を行う。

さらに、看護学科では、E-studyを用いた学
習支援を図るとともに、電子カルテやNursing
Skill等の学生の学習を支援するツールを有効
に活用し、より効果的な活用方法を検討する。

（注２）
・PROGテスト： 現実的な場面を想定して、実
際に知識を活用して問題を解決することができ
るか、実際にどのように行動するのかを測定す
るテスト。

PROGテストは１年生は６月に、３年生看護学科は７月に、臨床
検査学科は12月にそれぞれ実施し、１年生には結果の見方・活用
の仕方について詳しく解説を行った。

学修時間・学修態度に関する調査については、見直しの結果、
当初目的とした自己教育力向上の成果指標としては不十分であ
り、かつ、学修時間については文部科学省による「全国学生調
査」と重複することから、独自の調査は中止することとした。

看護学科では、PROGテストの結果説明会に教員が参加し、どの
ように授業等に活用できるか考える機会とした。参加できなかっ
た教員にも看護学科会で概略を報告し、授業等で活用する方法に
ついて結果説明会資料の提示を行った。4年生に対しては、看護技
術経験チェックシートの最高到達度調査を実施し、今年度調査の
未経験項目が多い技術と国試模試での低得点の共通項目につい
て、国試対策グループと連携のもと、ナーシングスキル(看護技術
に関するe-learning教材)を活用した学習を学生に促した。

また、SPOD（四国地区大学教職員能力開発ネットワーク）加盟
校内講師派遣プログラムを活用し、アクティブラーニングの推進
に有用な「チームビルディング」をテーマにしたFD研修を開催し
た。SPOD主催の「授業について考えるランチセミナー」など授業
改善に関わるセミナーの案内を随時行った。

1 Ⅲ
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⑤ 臨床実習でなければ学べない
教育内容の明確化及び実習方法の
改善、臨地実習施設との教育方法
の連携を図る。

看護学科では、看護学実習における学習内容
の再検討を継続し、ＤＸ機器の活用や臨地の実
習指導者との連携強化等により、臨地における
学習と学内における学習のあり方を整理し、実
践能力の修得に効果的な指導のあり方を検討す
る。

臨床検査学科では、引き続き新カリキュラム
における臨地実習に対応するため、本学教員と
施設担当者間の連絡体制を整え、実習前後の施
設訪問や実習終了後の臨地実習指導者連絡会を
通して、実習内容や実習指導上の課題に加え、
技術習得到達度評価の効果と評価法の改善点な
どを話し合い、実習内容の改善、指導体制の強
化を図る。

看護学科では、実習連絡会議を開催し、各実習施設と情報共有
を行った。R2年に行われたカリキュラムの改正による教育課程の
変更内容、主要な科目内容の説明を行った。看護技術経験チェッ
クシートの最高到達度調査の概要を説明し、臨床実習でなければ
学べない内容について共有した。さらに、カリキュラム改正によ
り新たな取り組みである看護アセスメントⅢと連動し、それぞれ
の領域での地域包括ケアについて考えることを目的とした総合実
習の教育方法について３領域の取り組みを共有し、実習施設とと
もに、教育方法の連携について考える機会とした。

臨床検査学科では、臨地実習における実習指導担当者と本学教
員による連絡会について、各臨地実習の目的にあわせて、大学側
担当と実習施設の連携を深化させるために、臨地実習ごとに担当
教員を割り当て編制したワーキンググループと、各実習施設指導
責任者で会議を行った。臨地実習Ⅰ(10施設)、臨地実習Ⅱ(３施
設)、臨地実習Ⅲ(５施設)について、Webミーティングにて、新カ
リキュラム移行における実習内容や実習指導上の課題に加え、技
術習得到達度評価の効果と評価法の改善点などを実習担当教員が
内容について丁寧に説明し、実習施設側からの質問に答えた。

2 Ⅳ

④ 技術教育の強化、ＶＲ教材等
を活用する教育方法の検討、少人
数教育を実施する。

看護学科では、学内演習及び臨地実習の指導
体制を見直し、ＶＲ教材等の効果的な活用、指
導教員の確保などにより、効果的な少人数教育
を実施する。

臨床検査学科では、学内実習においては少人
数での指導体制を確保するとともに、学内実習
や授業において、ディスカッション及び復習用
としてE-study等でのデジタル教材を使用した
教材を活用する。また、引き続きE-study等を
活用したＶＲ教材の試作を検討・実施する。

さらに、臨床現場で必要な基礎的専門知識と
技術の強化を図るため、臨地実習に必要な技術
習得到達度評価を実施するとともに、愛媛県臨
床検査技師会学会と協働し、臨床現場で活躍す
る臨床検査技師等による講義や研修会を実施す
る。

看護学科では、基礎看護技術教育においては、教育補助者の配
置により少人数教育を実施し、学生のレディネスや関心にきめ細
かく対応し、主体性を重視した指導を行った結果、実技テスト合
格率は100％であった。また、４年生を対象に看護技術経験チェッ
クシートの最高到達度調査を実施し、今年度調査の未経験項目が
多い技術と国試模試での低得点の共通項目について、国試対策グ
ループと連携のもと、ナーシングスキル(看護技術に関するe-
learning教材)を活用した学習を学生に促した。

臨床検査学科では、学内実習においては少人数での指導体制を
確保するとともに、学内実習や授業(免疫輸血検査学実習、画像検
査学等)において、ディスカッション及び復習用としてE-study等
でのデジタル教材を使用した教材を活用した。また、E-study等を
活用したＶＲ教材の試作・活用を生理検査分野に加え、医用工学
において実施した。

さらに、臨床現場で必要な基礎的専門知識と技術の強化を図る
ため、臨地実習ⅠからⅢにおいて、必要な技術習得到達度評価を
実施するとともに、愛媛県臨床検査技師会学会と協働し、臨床現
場で活躍する臨床検査技師等による講義(在宅医療、認知症、がん
免疫など)や研修会(他大学との多職種連携プログラム、スキル
アップ)を実施した。

2 Ⅲ

中期計画 年度計画 業務の実施（計画の進捗状況） ウェイト
進行状況

評価委員会コメント
自己評価 委員会評価
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⑥ 国際交流教育の充実によりグ
ローバルな視点涵養の成果向上を
図る。

学術交流協定を締結している台湾高雄医学大
学への短期海外研修生の派遣と短期交換研修生
の受入れを実施する。研修生受入れについて
は、愛媛大学医学部看護学科と共同で行うとと
もに、双方の学生が効果的に交流できるプログ
ラムを検討する。

また、引き続き英語Ⅰ・Ⅱ、国際コミュニ
ケーションＡについて、砥部町在住の外国出身
者を教育協力者として依頼するなど、国際的な
視点の涵養の充実に努める。

中期計画 年度計画 業務の実施（計画の進捗状況） ウェイト
進行状況

評価委員会コメント
自己評価

令和６年６月30日から７月10日にかけて、学術交流協定を締結
している台湾高雄医学大学から、愛媛大学医学部看護学科と合同
で、２名の短期交換研修生を受入れた。本学担当期間を昨年度よ
り２日間増やし、７日間の本学受入れプログラムを作成した。本
学学生と研修生とが交流することを第一の目的と定め、学生協力
員を募り、歓迎会や学内アクティビティーなどを学生が主体的に
計画して実施した。令和７年３月16日から３月23日にかけて、看
護学科２年生２名と臨床検査学科３年生２名を高雄医学大学での
短期海外研修に派遣した。

また、英語Ⅰ・Ⅱ、国際コミュニケーションＡについて、砥部
町在住の外国出身者を教育協力者として引き続き依頼し、国際的
な視点の涵養の充実を図った。

1 Ⅲ

⑦ 学生による授業評価システム
の改善を行う。

引き続きE-Studyによる学生への授業評価アン
ケートを実施し、その評価をどう活用していく
のか、授業評価内容の検討を含め、評価・改善
を循環させるシステム構築を図る。

FD委員会にて授業評価アンケートを実施・評価し、活用方法を
検討した。新任教員を対象としたFD研修において、本学の授業評
価アンケートについて説明を行った。

看護学科では、各授業単位で学生からの授業評価アンケート結
果を活用し、結果の内容に応じて、授業内容やシラバス内を改善
することを促した。

1 Ⅲ

委員会評価

- 19 -



- 20 -

① リーダー的役割を果たすため
の資質向上を図る教育内容の改善
を行う。

授業評価結果を踏まえながら、引き続き「保
健医療システム論」において多職種連携におけ
る調整及びリーダーシップが強化される教育内
容を展開する。

看護学専攻では、学生からの声や授業評価を
活用し、ディプロマポリシーの達成に向けた授
業内容の強化・深化を図る。

医療技術科学専攻では、より専門性の高い人
材育成のために設置した感染症専門検査技師養
成プログラム、細胞診検査学習支援プログラム
の評価を行い、教育内容の改善につなげる。

「保健医療システム論」では、医療的ケア児の在宅生活支援の
ための専門職連携の実際とシステム構築について、信念対立解明
アプローチを用いた講義・演習を実施した。

医療技術科学専攻では、より専門性の高い人材育成のために設
置した感染症専門検査技師養成プログラムに２名(修士２年１名、
1年1名)受け入れ、修士２年１名がプログラムを修了した。また、
細胞診検査学習支援プログラムに３名の学生(修士２年２名、１年
１名)を受け入れ、修士２年２名がプログラムを修了した(細胞検
査士認定１次試験、２次試験に２名が合格した)。またこの２コー
スにおいて、卒業時、学生にアンケートを実施し、プログラムの
評価を行った結果、細胞診検査学習支援プログラムコースについ
ては、講義や学内外の実習に関して、２名とも「適切であった」
と回答し、本プログラムに満足しているという結果であった。な
お、感染症専門検査技師養成プログラムコースについては、１名
だったため複数年での評価を行うこととした。

看護学専攻では、複数人の履修者がいる科目について、授業評
価アンケートを実施し、ディプロマポリシーの達成度や授業の改
善につながる院生からの意見を確認した。授業内容については、
ディプロマポリシーの達成に向けて、院生・教員・教育協力者間
のディスカッションによる学習テーマの理解・問題解決の機会を
積極的にとるなど、授業内容の強化・進化を図ることができた。

② 関係職種間の相互理解の強化
と協働活動できる力を育成する。

引き続き両専攻の共通科目及び専門共通科目
において、職種や立場の異なる学生間でのディ
スカッション及び協働ワークの場をもつ。

看護学専攻では、地域包括ケアを念頭に置い
た多職種連携や他領域の理解を推進できる授業
の展開について検討する。

看護師、保健師、助産師、臨床検査技師で、学部卒業後すぐに
進学した人から数十年の臨床経験を有する人まで多様な背景を
もった大学院生が在籍し、共通科目及び専門共通科目を一緒に受
講することにより、相互理解を深める機会となっている。 1 Ⅲ

イ　大学院

1 Ⅳ
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各授業科目においてレポート作成、プレゼン
テーションの機会を計画的に導入し、特別研究
Ⅰ・Ⅱの評価、修了時ＤＰ（ディプロマポリ
シー）アンケートの結果等から論理的思考力・
表現力の変化を評価する。

引き続き異なる領域の参加者が集まる中での
特別研究の計画発表会、中間発表会、最終発表
会での発表・質疑応答を通じてわかりやすく説
明できる力を高める。

両専攻の各授業において学生担当のプレゼンテーションの機会
を重ねるとともに、専攻ごとに特別研究計画発表会・中間発表会
及び専攻を超えて全員が参加する最終発表会を開催した。これら
を通じた「わかりやすい説明ができる論理的思考力」の評価とな
る特別研究Ⅰ・Ⅱの成績評価では、計画までの段階Ⅰにおいては
評価がばらついていたが、最終段階のⅡにおいては全員が秀の判
定であった。

看護学専攻ＤＰの「論理的に思考し他者にわかりやすく説明す
る力を身につけている」の達成度アンケートでは全員が「概ね達
成した」以上の自己評価であった。

医療技術科学専攻ＤＰの「健康・病気について論理的に思考し
他者に分かりやすく説明する力を身につけている」の達成度アン
ケートでは、全員が「やや優れて達成した」以上の自己評価で
あった。

1 Ⅲ

④ 保健医療に関する多角的な見
識を育成する。

　
授業評価の結果を踏まえながら、引き続き共

通必修科目の「保健医療システム論」におい
て、地域保健医療制度の歴史的変遷や国内外の
現状、社会格差等、多様な角度から保健医療の
課題について取り上げる。

③ わかりやすい説明ができる論
理的思考力の強化方法の充実を図
る。

中期計画 年度計画

1 Ⅲ

自己評価 委員会評価

　
「保健医療システム論」では、保健医療福祉にかかわる諸制度

や政策について講義し、愛媛県の地域保健医療計画と各自の所属
する地域や組織、職種、活動内容、研究との関連を考察させ、プ
レゼンテーション・意見交換した。

両専攻に共通するＤＰ「保健医療分野に関して広い見識を身に
つけている」の達成度アンケート結果では全員が「概ね達成し
た」以上の自己評価であった。

業務の実施（計画の進捗状況） ウェイト
進行状況

評価委員会コメント

⑤ 研究の推進による現象の解明
と問題解決能力の獲得に向けた教
育の充実を図る。

引き続き各授業科目において、研究論文の検
索、精読、クリティーク（批判的文献検討）を
取り入れ、学生自身の研究計画立案に反映させ
る。

　
日頃の授業及び特別研究における研究課題の明確化、方法・分

析計画・結果解釈等の研究プロセスを指導し、計画発表の段階で
は他教員や学生からのコメントや質疑応答を通して研究の精度向
上を諮った。これらの結果、両専攻に共通するＤＰ「質の向上に
向けて問題意識を持ち、科学的に追求していく方法と態度／技術
を身につけている」の達成度アンケート結果では全員が「概ね達
成した」以上の自己評価であった。

看護学専攻では、「看護論文のクリティークについて」のオン
ライン研修の受講を促し、研究論文クリティーク（批判的文献検
討）についてのスキルの向上につなげた。

1 Ⅲ
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中期計画 年度計画 業務の実施（計画の進捗状況） ウェイト
進行状況

評価委員会コメント
自己評価 委員会評価

Ⅲ

② カリキュラムに関わる組織体
制の明確化と効果的連携方策を確
立する。

令和４年度末に見直した教学マネジメントの
年間フローにしたがって、随時修正しながら教
学マネジメント委員会の役割と機能を洗練化さ
せる。

看護学科では、現行カリキュラムに対する学
生評価を確認し、教員の教育体制という視点か
ら、看護学科カリキュラムの課題を検討する。

年間フローを確認しながら、ほぼ予定どおりのスケジュールで
教学マネジメント委員会の役割を果たせた。関係組織との連携に
ついては、教学マネジメント委員会が各学科・各専攻・専攻科に
学位プログラム単位の評価報告を求め、その根拠となるデータの
取りまとめと全体総括をＦＤ委員会に求め、教学マネジメント委
員会で大学全体として評価する、という体制が確立できてきた。

FD委員会では、卒業・修了時にディプロマポリシー達成度評価
のアンケートを実施し、学部1～3年生には年間のディプロマポリ
シー伸長度評価のアンケートを行った。これらのアンケート結果
と関連データと基に学修成果・教育成果データを取りまとめた。
また、授業評価に併せて科目ごとのディプロマポリシー伸長度評
価アンケートを実施し、データ分析を行った。

看護学科では、教学マネジメント委員会と連携し、学科の各委
員会・グループと連携しながら学生評価を確認し、学びの質が担
保されていることを確認した。教員の教育体制という視点から、
看護学科カリキュラムの課題を検討し、適切な授業科目や教育課
程の編成や実施が行われていると考えられた。

1 Ⅲ

（２）教育課程（カリキュラム）の充実・強化

ア　学部(専攻科含む)

① カリキュラム（看護：令和２
年より改正。臨床：令和４年より
改正）内容の評価と課題の明確化
及び改善案を策定する。

ディプロマポリシーアンケート等を活用し
て、各科目責任者が各授業におけるディプロマ
ポリシーの達成度を確認し、シラバス内容に反
映することをさらに推進する。

看護学科では、現行カリキュラムに対する学
生評価を確認し、引き続き、ディプロマポリ
シーの達成状況という観点から、看護学科カリ
キュラムの課題を検討する。

臨床検査学科では、引き続き新カリキュラム
で実施した授業内容について、ディプロマポリ
シーとの関連や学生の習熟度、理解度などにつ
いての評価結果を検討するとともに、シラバス
内容の妥当性について評価する。

　
シラバス作成の手引きに、ＤＰ評価や授業評価を基にＤＰとの

関連を踏まえて「授業目的」「到達目標」「授業計画」を記載す
る依頼を追加し、シラバス作成のミニ研修会を開催して説明し
た。

看護学科では、各授業単位でディプロマポリシーアンケート結
果等を活用し、シラバス内容を評価する必要性を学科で再度確認
するとともに、ディプロマポリシーの達成度に応じてシラバス内
容に反映することを促した。また、ディプロマポリシーアンケー
ト結果から、ディプロマポリシーについて学生の達成状況は良好
であった。一方、ディプロマポリシー⑦のＧＰＡは高いが伸長度
は低いなどの一部の項目で差異が見られた。その要因として、
ディプロマポリシー⑦については学生の理解や情報共有が不十分
な点があるのではないかとの意見があった。

臨床検査学科では、新カリキュラムで実施した授業内容につい
て、ディプロマポリシーとの関連や学生の習熟度、理解度などに
ついての評価結果を検討し、シラバス内容の妥当性について評価
した。

1
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新年度のガイダンスを通じて、カリキュラム

編成の意義や意図、シラバスの活用方法につい
ての説明を行い、学生への周知と理解を図ると
ともに、１年生には「初学者ゼミ」において、
理解の強化を図る。さらに、各授業の初回に、
科目の位置づけ、ディプロマポリシーとの関連
について必ず説明するよう教員間で統一を図
る。

看護学科では、年度当初の新入生及び在学生
ガイダンスにおいて、学習目標の達成に向けて
学生が自発的に学習を進められるよう、科目履
修の順序性やカリキュラムマップ・カリキュラ
ムツリー等について説明する。また、各科目の
初回授業の際にも、その授業科目のディプロマ
ポリシー及び授業内容、学習目標等についても
説明する。

臨床検査学科では、引き続き全科目について
初回授業の際に、科目の概要と目標、授業計
画、成績評価方法に加え、臨床検査学科の教育
課程における各科目の位置づけなどを明確に説
明し、学習目標達成に向けて学生が自発的な学
習を進められるようにする。さらに、成績評価
などを通して、学習目標の達成状況を確認す
る。

また、図書館において、引き続きシラバスの
更新に合わせて「シラバス参考図書コーナー」
の配架資料を更新し、シラバス参考図書一覧を
確認できるＱＲコードを掲示する。

新年度のガイダンスで、学生生活の手引きを用いて、カリキュ
ラム編成の意義や意図、シラバスの活用方法を説明し、学生に周
知、理解を図った。また、各授業の初回に、科目の位置づけ、
ディプロマポリシーとの関連について必ず説明するよう教授会を
通じて教員間で統一を図った。

看護学科では、年度当初の新入生及び在学生ガイダンスにおい
て、学習目標の達成に向けて学生が自発的に学習を進められるよ
う、科目履修の順序性やカリキュラムマップ・カリキュラムツ
リー等について説明した。また、各科目の初回授業や実習ガイダ
ンスの際にも、その授業や実習のディプロマポリシー及び授業内
容、学習目標等についても説明した。さらに、領域別実習ガイダ
ンス時には、上級生の交流会を行い、学習目標の達成に向けて自
発的に学習がすすめられるようした。

臨床検査学科においては、各科目の初回授業の際に、シラバス
を活用して授業科目の概要や目標、授業計画、成績評価方法など
を説明し、学生への周知と理解を促すことを実施した。成績評価
を通じて、関係教員で学習への習熟状況を確認、共有し、習熟状
況の悪い学生には、クラス顧問の面談を実施し、目標達成に向け
て学生が自発的な学習を進められるよう指導した。

また、図書館において、引き続きシラバスの更新に合わせて
「シラバス参考図書コーナー」の配架資料を更新し、シラバス参
考図書一覧を確認できるＱＲコードを掲示した。

1 Ⅲ

ウェイト
進行状況

評価委員会コメント
自己評価 委員会評価

中期計画 年度計画 業務の実施（計画の進捗状況）

③ 学生に対するカリキュラム編
成の意義や意図を周知する。

イ　大学院

① カリキュラム（令和３年度よ
り改正）内容の評価と課題の明確
化及び改善案を策定する。

ディプロマポリシー達成度及びカリキュラム
に対する評価等についての修了時アンケートを
実施し、令和５年度分と合わせて結果を分析す
る。

修了時にディプロマポリシー達成度評価アンケートを実施し
た。回答率向上のため、回答の呼びかけを行った。また、授業評
価実施科目については、併せて各科目ごと複数回にわたってディ
プロマポリシー伸長度アンケートを実施した。

アンケートの結果、ディプローマポリシー達成度については、
回答のあった修了生は全員が全項目において5段階中「３：概ね達
成した」～「５：優れて達成した」の自己評価であった。カリ
キュラム及び研究指導等に関しては、満足度が高く、改善の要望
はなかった。

1 Ⅲ
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② 学生に対するカリキュラム編
成の意義や意図を周知する。

引き続き入学時ガイダンスで教育目標と学位
授与方針、それを達成するためのカリキュラム
編成方針、各科目の関連についてカリキュラム
マップ・ツリーを提示し、カリキュラムポリ
シーやディプロマポリシーを説明すると共に、
修了までの過程を提示し、保健医療学専攻が目
指す教育理念等を説明する。

初回授業の際にシラバスを活用し、授業科目
とディプロマポリシーとの関連等について説明
を行い、授業科目の意義や位置づけとディプロ
マポリシーとの関連性についての理解を促すこ
とで、学生が意識的に目標達成に向けて学習に
取り組むことができるようにする。

また、図書館において、引き続きシラバスの
更新に合わせて「シラバス参考図書コーナー」
の配架資料を更新し、シラバス参考図書一覧を
確認できるＱＲコードを掲示する。

教育目標と学位授与方針、それを達成するためのカリキュラム
編成方針、各科目の関連についてカリキュラムマップ・ツリーを
提示するとともに、ガイダンスで説明した。初回授業の際にシラ
バスを活用して説明を行い、授業科目の意義や位置づけとディプ
ロマポリシーとの関連性についての理解を促した。

また、図書館において、シラバス参考図書記載の資料を購入
し、「シラバス参考図書コーナー」に設置した。シラバス参考図
書一覧を確認できるＱＲコードを掲示するとともにウェブサイト
でも一覧を確認できるよう対応した。 1 Ⅲ

中期計画 年度計画 業務の実施（計画の進捗状況） ウェイト
進行状況

評価委員会コメント
自己評価 委員会評価

③ 研究指導計画の明確化と指導
方法の改善案を策定する。

令和５年度に実施した研究指導方法に関する
意見交換を基に、ニーズに沿ったＦＤ（注3）
研修を実施するとともに、最終試験として位置
づけている修士論文発表会のあり方、開催方法
について見直す。

看護学専攻では、年度当初に新入生及び在学
生と各指導教員の間で、個別の研究指導計画を
共有し、各学生の履修過程を学生、教員の両者
が確認すると共に、必要に応じて履修過程の修
正を検討する。また、前年度評価委員会の教員
からの聴取意見に基づき、改善策を検討する。

（注3）FD：授業の改善、カリキュラムの改
善、教育や学生支援体制の整備・改革への組織
的取組み

最終試験として位置づけている修士論文発表会の持ち方につい
て、専攻別に実施するかどうか見直しを行った。その結果、開催
は従来どおり同一日時で実施するが、最終試験の合否の判定は学
生の専攻所属の研究指導教員及び研究補助教員に限ることとし
た。

看護学専攻では、年度当初に新入生及び在学生と各指導教員の
間で、個別の研究指導計画を共有し、各学生の履修過程を学生、
教員の両者が確認すると共に、必要に応じて履修過程の修正を検
討した。また、前年度の評価委員会の教員からの聴取意見に基づ
き、改善策として、遠方の履修者や、就業との両立に配慮し、開
講科目および研究指導のオンライン実施を積極的に進める方向と
なった。

1 Ⅲ
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　国家試験の合格率は、看護師、保健師、助産師、臨床検査技師で合格率100％の目標を達成した。○国家試験の合格率　100％

（看護師・保健師・助産師・臨床検査
技師）

数値目標

○令和６年度　国家試験合格率
・看護師（72名/72名） 100％
　　　　　　全国平均 95.9％
・保健師（61名/61名） 100％
　　　　　　全国平均 96.4％
・助産師（12名/12名） 100％
　　　　　　全国平均 99.3％
・臨床検査技師（23名/23名）100％
　　　　　　全国平均 94.0％

⑤ 修了生の活動状況調査を実施
する。

修了生の活動状況調査について、次の調査実
施に向け、アンケート内容・調査方法等の見直
しを行う。

また、看護学専攻では、これまでの看護学専
攻修了生の活動状況や得た意見などに基づき、
看護学専攻における指導上の課題を明確にし、
改善について検討する。

教学マネジメント委員会においては、令和４年度までの修了生
全員を対象とした活動状況調査の結果を踏まえ、改めて、今後の
調査の目的・活用方法などについて検討を行った。

看護学専攻では、これまでの看護学専攻修了生の活動状況や得
た意見などに基づき、看護学専攻における指導上の課題と改善に
ついて検討した。満足度や指導状況に問題なく、毎年の調査実施
の必要性は低いと判断し、各年もしくは数年ごと等実施時期及び
方法について引き続き検討することとした。

1 Ⅲ

年度計画 業務の実施（計画の進捗状況） ウェイト
進行状況

評価委員会コメント
自己評価 委員会評価

④ 修了後の研究成果公表に向け
た在学中からの支援計画の充実を
図る。

引き続き研究遂行途中あるいは修了後の公表
先（発表及び投稿）を学生と相談して決定し、
計画的に準備できるよう方向づけるとともに、
修了後の学会発表・論文投稿を支援する。

特に看護学専攻においては、研究成果の公表
に向けて、看護学専攻修了生による学位論文の
学会発表や学会誌等への投稿、研究の継続等を
支援する。

また、図書館において、新たに研究成果の公
表に承諾した修士論文を「修士論文コーナー」
に追加配架するとともに、修士論文を検索でき
るよう図書館システムに登録する。

令和６年度が修了後２年にあたる令和４年度修了生９名は全員
が１、２本の学会発表を実施しており、引き続き、学会誌への投
稿を準備中である。令和５年度修了生、令和６年度修了生につい
てもすでに、半数以上の学生は学会発表済みである。学会発表に
引き続き、論文投稿を支援し、令和６年度には６編の論文が掲載
に至った。

また、図書館において、研究成果の公表に承諾した修士論文を
「修士論文コーナー」に追加配架するとともに、修士論文の書誌
を検索できるよう図書館システムに追加登録した。 1 Ⅳ

中期計画
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数値目標

　令和４年度修了生９名のうち、令和５、６年度の研究成果学会発表者数は9名全
員で、割合は100％となり目標を達成した。

　令和４年度修了生については数値目標を達成した。引き続き、研究成果
の公表に向けた指導を行う。

○大学院修了後２年以内の研究成
果学会発表者数（発表者数／修了
者数）
　80％以上

（３）教育・学修環境の整備・充実

① 良好な学修環境を維持・確保
するため、講義室等の施設設備を
計画的に整備・充実させるととも
にアクティブ・ラーニングスペー
スの拡充を図る。

引き続き学生からの要望を踏まえて学修環境
の整備を進める。看護の実践につながる学生自
身のアクティブラーニングを促進する学修環境
を確保できるよう、各実習室を含む学内施設の
利用について検討するとともに、令和５年度か
ら２か年計画で進めている教室の椅子へのクッ
ションの取り付けについては、残り半数の椅子
への取り付けを完了する。

別館の有効活用に向けて、ワーキンググルー
プでの協議結果に沿って、可能なところから別
館の改修・整備に着手する。学生から要望が
あった別館へのフリースペースの設置について
は、見積りをもとに令和６年度の整備実現性に
ついて検討する。

また、図書館においては、引き続き国家試験
支援として、国家試験前の土・日曜日及び祝日
に図書館や一部教室を開放する。

2か年計画で進めていた教室の椅子へのクッション取り付けが完
了し、学修環境の向上が図られた。

別館の有効活用については、7101研修室にタイルカーペットや
机、椅子等の設置が完了し、環境が整備された。

また、図書館においては、学生との意見交換を踏まえ、試行と
して１月より土曜日の開館時間を30分繰り下げ、9：10から18：00
に変更した。引き続き国家試験支援として、国試前２月の土日祝
日に特別開館した。

2 Ⅳ

数値目標

○学生の授業評価
　５段階で各項目４以上

学生の授業評価結果（５段階評価）平均値

○講義・演習・学内実習
＊授業のテーマや内容に興味・関心がもてた：4.65
＊自分なりに学習課題に取り組み、達成できた：4.61
＊私語や途中退席はなく、熱心に授業に臨んだ：4.72
＊教員は、学生の理解度を確認するための配慮を払いながら授業を進めていた
　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：4.77
＊教員は授業の内容について、学生の理解を深めるように説明をしていた：4.64
　
○臨地実習
＊総合的にみて実習目標を達成できる実習であった：4.71
＊当該領域に対する興味・関心が深まる実習内容であった：4.72

中期計画 年度計画 業務の実施（計画の進捗状況） ウェイト
進行状況

　
　７項目の５段階評価の平均値は、4.61から4.77までの間にあり、例年と
ほぼ同様に高い数値を示した。

　この数値は、多くの学生が５段階評価で４以上の評価をした結果であ
り、専門職を目指す学生の学修意識の高さとともに、教員によるこれまで
の教育方法の改善や実習プログラム改善の成果と考えられる。

評価委員会コメント
自己評価 委員会評価
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中期計画 年度計画 業務の実施（計画の進捗状況） ウェイト
進行状況

評価委員会コメント
自己評価 委員会評価

③ デジタル専門図書について、
利用者の要望をふまえて導入を図
る。

電子ブックの導入冊数が実用的水準に達して
いないことから、引き続きニーズを把握し電子
ブックの導入を進めるとともに、機会があれば
電子ブックのトライアルを実施し、紙媒体の資
料にはないコンテンツの魅力を伝えること等に
より、電子ブックの周知と利用促進に努める。

看護学科では、学内演習及び臨地実習におい
て活用可能な電子ブックやデジタルリソースの
効果的な活用について検討し、導入を推進す
る。

各講座の推薦やリクエストに加えて、図書館でも選書し電子
ブックの購入冊数を増やすとともに、令和6年10月から令和7年1月
までの4か月間「メディカルオンラインイーブックスライブラ
リー」を、令和6年12月から令和7年2月までの3か月間「EBSCO
eBooks」のトライアルをそれぞれ実施し、さらに学生や教職員に
ウェブサイトやSNS、講習会等で電子ブックの周知及び利用促進に
努めた。

看護学科では4年生を対象に、DX教材の活用状況及び活用目的の
調査を行い、ナーシングスキルを主に活用していたことが分かっ
たため、模試結果の低得点の項目について、ナーシングスキルの
活用を促した。また、図書館からの年2回の推薦図書の選書時に、
各講座で電子ブック購入の検討依頼を行った。
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② ＩＴ環境の整備とデジタルコ
ンテンツを活用した教育の推進を
図る。

学修環境における利便性の向上のため、ＩＴ
環境のさらなる充実を図るとともに、E-study
の活用促進を図る。

看護学科では、看護の実践的な学修を促進す
るため、各授業科目において、効果的なデジタ
ル機器やデジタルコンテンツの活用を検討し、
導入を推進する。

（注4）
・SimCapture：医療シミュレーショントレーニ
ングを管理・記録・評価できるデータ管理シス
テム。
・Medi-EYE：教育用電子カルテ。模擬患者の情
報収集を行い、学内演習の質向上を目的とした
オンラインサービス。

学生が、Microsoft Officeを在学中に無償で使用できる環境の
提供を継続し、Microsoft社のオンラインストレージサービスを利
用できるよう契約を行った。

看護学科では、新任教員及びSimCaptureを既に活用している教
員を対象にSimCapture（注４）の基礎的な使用方法や活用上の疑
問に関する内容について、研修会を実施し、15名の参加があっ
た。Medi-EYE（注４）活用推進のため、Medi-EYEの使用希望調査
を行い、今年度前期に新たに１科目で活用された。また、効果的
かつ効率的な実習ガイダンスを目指し、ガイダンス前にE-Studyを
活用し動画配信を行った。動画にて事前に実習時の留意事項や感
染予防対策、個人情報の取扱等の周知し、E-Studyにて学生の動画
聴講の有無及び理解状況を確認し、ガイダンスの効率化につな
がった。
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④ 教員のデジタルリテラシー
（注２）等向上のための方法を策
定する。

（注２）
・教員のデジタルリテラシー：デ
ジタル情報や通信を教育に活かす
ための技術

データベースのプラットフォームの機能や利
用方法、研修等で提供のあったデジタルリテラ
シーに関わる情報を積極的に提供する。

また、図書館において、レファレンスサービ
スのＰＲを継続し、教員の調査相談に積極的に
応じるとともに、回答の質を高めるための図書
館職員のスキルアップにも努める。

看護学科では、教員の希望に応じて、必要な
デジタルリテラシーにつながるＦＤ活動を検討
する。

EBSCO講習会をオンラインで開催し、データベースの利用法やリ
テラシーに関する情報を提供した。図書館において、レファレン
スサービスのポスターを作成し、カウンターに表示するなどPRに
力を入れ、教員の調査相談に対応する体制を整えた。図書館職員
のスキルアップが教員のリテラシー向上に寄与することから、図
書館職員が積極的にオンライン研修会に参加し、最新の情報習得
に努めた。

また教職員に対し、情報セキュリティリテラシーをチェック
し、学習するセルフラーニング研修を8/1から8/16までの間に実施
した。約90％の実施率で、受講者全体の正答率も比較的高い結果
であった。

1 Ⅲ
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① アドミッションポリシー（入
学者受入方針）に基づき、適切な
入試方法を選択し、公正に運営す
る。

引き続き入学試験については、アドミッショ
ンポリシーに基づき、適切な入試方法を選択
し、公正に運営する。

アドミッションポリシーに則り、入学試験を公正に実施した。
前年度に５類に移行された新型コロナウイルス感染症をはじめ、
受験実施時期の感染症の流行状況に応じた受験時の感染対策を
行った。
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（４）学生の受入れ

② 入試制度の見直しや受験動向
を踏まえて、選抜方法を点検・評
価し、県内をはじめ多様な学生の
確保を図る。

大学入学者選抜の制度改革に対応する新しい
入試方針に則り、「学力の３要素」を踏まえ、
本学のアドミッションポリシーに基づいた入試
が適切に実施できるよう対応する。

新しい学習指導要領に基づいて実施される令
和７年度大学入学共通テストに対応した本学入
試について適切に実施する。

県内就職率の向上あるいは安定的な維持を目
指す入試戦略として、学校選抜型推薦入試の募
集定員について増員の方向で見直す。

また、大学院においても受験生確保を目的
に、３つのポリシーとの整合性をはかった上
で、受験資格、入試方法について見直す。

令和７年度学校推薦型選抜については、出願倍率3.0倍（看護学
科2.8倍、臨床検査学科3.4倍）と前年度から0.4ポイント増加し
た。

一般選抜前期日程は、出願倍率1.9倍（看護学科1.8倍、臨床検
査学科2.0倍）と前年度から1.8ポイント減少した。

また、令和８年度からの入試改革として、以下の内容を決定し
た。
　①学部・大学院のアドミッションポリシーの修正

②学校選抜型推薦入試（看護学科）の募集人員を10名増員し、
前期を10人減員
　③大学院の受験資格や入試方法の変更

大学院では、大学院のアドミッションポリシーの見直しととも
に、受験生の幅を広げ、受験しやすくする方向で、受験資格、入
試方法について見直しを行った。

1 Ⅳ
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評価委員会コメント
自己評価 委員会評価

中期計画 年度計画 業務の実施（計画の進捗状況） ウェイト
進行状況

③ 受験生確保につなげるため、
大学の教育研究活動や入試情報に
ついて、積極的に広報活動に努め
るとともに、出張講義などの県内
高校との連携活動を強化し、本学
の求める学生像と教育内容の浸透
を図る。

従来の対面形式による広報活動と並行してリ
モート形式やWeｂを活用することにより、ポス
トコロナを見据えた大学の広報機会の拡充に取
り組む。また、オープンキャンパスについて
は、従来のように演習なども取り入れるなど工
夫し、内容の充実を図る。

引き続き高校の進路指導担当教員への大学説
明会や出張講義、進学説明会、高校内ガイダン
スへの参加等を積極的に行う。

学部のオープンキャンハスは、第１回を８月９日(金)・10日
(土)に開催した。４年ぶりに模擬実習を体験できるプログラムで
企画し、参加者は285名(内WEB29名)であった。第２回は10月19日
(土)・20日(日)、例年と同様に学生祭と同日開催し、参加者は111
名であった。第１回、第２回とも多くの学生広報委員や学生ボラ
ンティアの協力を得ることにより、学生から個別に話が聞けてよ
かったと参加者に好評であった。

12月をホームページ上のＷＥＢオープンキャンパスの視聴推進
月間とし、県内各高校へ周知、多くの視聴回数があった。

助産学専攻科オープンキャンパスは８月16日(金)に開催し、参
加者は44名(本学学生21名・一般17名・WEB6名)であった。

また臨床検査学科では受験生確保のため、八幡浜高校の学生６
名(保護者１名)を対象とし、市立八幡浜総合病院において、出張
オープンキャンパスおよび病院検査室見学を実施し、本学のオー
プンキャンパス及び受験へつながった。

高校教員対象の大学説明会は、８月２日(金)13:30-15:30に開催
し、参加校19校、参加者20名(内オンライン４名)であった。内９
名から施設見学の希望があり、実施した。

進学説明会は、出張６件、オンライン３件、資料参加14件の計
23件参加した。
　出張講義は、４件実施した。

新型コロナウイルス感染症の影響で、令和元年度を最後に中止
していた県内高等学校への学校訪問を再開し、12月に東予５校、
中予４校、南予４校の計13校へ訪問し進路担当教員への周知を
行った。

1 Ⅳ
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○オープンキャンパスの参加者数
　毎年600名を確保する

○令和６年度オープンキャンパス
　参加者数639名 
  
  
  

  

　令和６年度は、学部においては、来学型を午前・午後の２部制として、８月と10月に実施するとともに、８
月の最終日の午後にはＷＥＢ中継も実施した。助産学専攻科も、８月に来学型とオンライン形式で実施した。
また、12月には「ＷＥＢオープンキャンパス視聴推進月間」とした。
　参加者は、ＷＥＢ参加を含め、学部の８月が285名、10月が111名、助産学専攻科が44名、12月（ＷＥＢ閲
覧）が199名の合計639名で600名の目標を達成した。

数値目標

○一般選抜試験前期日程出願倍率
　３倍以上を維持する

○令和７年度入試出願倍率　
（一般前期）1.9倍
　看護学科1.8倍、臨床検査学科2.0倍

　一般前期の出願倍率は、1.9倍（看護学科1.8倍、臨床検査学科2.0倍）となり、目標倍率（３倍以上）を達成
できなかった。出願者数は106名（県内75名、県外31名）となり、令和６年度入試の210名（県内111名、県外99
名）を大きく下回った。県内からの出願者の比率が増加した。
　（令和６年度入試：3.7倍、看護学科3.4倍、臨床検査学科4.4倍、志願者数210名）

中期計画 年度計画 、 ウェイト
進行状況

評価委員会コメント
自己評価 委員会評価

④ 大学院の受験者を確保するた
め、県内保健医療機関等や卒業
生・在学生に対し、大学院におけ
る学修内容に関する情報発信を積
極的に行うとともに、社会人学生
等の状況に合わせた柔軟な履修方
法について、その浸透を図る。

大学院オープンキャンパスを、看護学専攻
は、在校生・卒業生・社会人に対して、医療技
術科学専攻については、在校生に対して実施す
る。

大学院オープンキャンパスへの案内を県内関
係団体や医療機関等に対し積極的に周知すると
もに、在校生に対しては、授業時や学内ポス
ター掲示等で周知する。

また、社会人に対しては、事前相談をより行
いやすくするために、個別オンライン相談等の
しくみとしてオープンキャンパス時にその時間
を確保する。

卒業生・修了生に対しては、木蓮会（同窓
会）と共催で開催するホームカミングデーを活
用するとともに、木蓮会会報に大学院のＰＲを
掲載し受験勧奨を行う。また、遠隔地からでも
オンライン活用により、履修が可能であること
を積極的にアピールしていく。

その他、広報誌「砥礪」に大学院に焦点をあ
てた内容を掲載するほか、病院訪問、大学院説
明会及びホームページの充実等の広報活動を通
じて、広く関係団体や医療機関の理解促進を図
るとともに、大学院の教育内容及び特色を浸透
させる。

これに加えて、看護学専攻では、入学生の確
保に向けて、学部学生が大学院教育の意義を理
解するための機会を確保すると共に、オンライ
ン授業実施の可能性を検討し、県内の通学困難
地域の方々の進学可能性について検討する。ま
た、大学院の将来像について、より具体的な検
討を進める。

医療技術科学専攻では、在学生を対象に積極的に大学院の魅力
についてＰＲし、大学院オープンキャンパスを実施した。その結
果、延べ４名の受験者を得た。

看護学専攻では広報委員会と連携し、７月13日(土)13-15時、初
めて大学院オープンキャンパスを開催した。周知は、県内関係団
体・医療機関など約200箇所に案内チラシを郵送、学部生にはデジ
タルサイネージで案内した。また、６月のホームカミングデーの
看護学科卒業生に参加の呼びかけを行った。当日は、対面とオン
ラインのハイブリットで実施し、学長の挨拶・研究科長による概
要説明に引き続き、各分野の交流ブースを設け、教員や在学院
生・修了生が対応することで、個別相談の機会とした。参加者は
４名（県内１名・県外３名、対面１名・オンライン３名）であっ
た。内２名が受験し、受験生の確保につながった。

また、木蓮会（同窓会）の会報に、大学院の紹介と受験を呼び
掛けるメッセージを掲載し、それを見た卒業生が令和7年度入試の
受験につながった。

これに加えて、看護学専攻では、入学生の確保に向けて、学部
学生が大学院教育の意義を理解するための機会を確保すると共
に、オンライン授業実施を検討した。来年度から共通科目におい
てもオンライン教育が実施可能な科目で導入することになった。
大学院の設置及び将来像について、看護管理者のニーズの高い看
護管理学コース、既にカリキュラムには含まれているが、教育学
コースとして設置の可視化の検討を進めている。
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項　目 　２　学生支援

中期計画 年度計画 業務の実施（計画の進捗状況） ウェイト
進行状況

評価委員会コメント
自己評価 委員会評価

中期目標
　学生が学修に専念し、安定した学生生活を送るために必要な修学支援、生活支援の制度について、社会情勢等に即応した適切な対応を図る。
　就職・進路支援について、学生の希望に沿った支援に加え、県内就職に向けた情報発信や卒業生へのＵターン支援に取り組む。

① 学生の主体的学修の促進のた
めの支援や相談体制を維持すると
ともに、学修の継続に困難を抱え
る学生や特別な配慮を要する学生
を適切に支援する。授業料の減免
や奨学金等による経済的支援の継
続・拡充に努める。また、学生が
グローバルな視点を養えるよう国
際交流推進を支援する。

共通ガイダンス及び学科・学年別ガイダンス
での履修指導により、学科・学年の状況に応じ
た指導内容とすることで、指導内容の充実を図
るとともに、引き続き保護者への成績の提供を
行い、大学と保護者が連携して、適切な履修指
導や支援を行う。

修学支援、特別な配慮、詳細な履修指導が必
要な学生に対しては、科目を担当する教員やク
ラス顧問と連携して個別の支援や指導にあた
る。

「学生生活の手引き」を更新し、新年度に学
生へ配布するとともに、学生専用ホームページ
に掲載する。

奨学金制度や各医療機関等が提供する奨学金
に関する情報を入手し、学生がアクセスしやす
い情報提供を図る。

また、台湾高雄医学大学への短期海外研修生
の派遣と短期交換留学生の受入れを実施する。
留学生受入れについては、受入れプログラムの
充実を図る。
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　共通ガイダンス及び学科・学年別ガイダンスでの履修指導を
行った。保護者への成績提供を実施し、大学と保護者が連携して
学生個々に適切な履修となるよう指導と支援を行った。
　修学支援、特別な配慮を必要とする学生に対しては、プライバ
シーに配慮しながら科目を担当する教員、クラス顧問及び学科
長、教務学生グループ、並びに医療機関及び実習施設とも連携
し、個別の支援や指導を継続的に行った。また、学生数が多い看
護学科では、学習状況の共有や修学上必要な配慮等に関する情報
共有を円滑かつ安全に行うための「学生カード」を作成し、継続
的な学習支援のための仕組みを新たに構築した。
　看護学科では、４年生ガイダンスにて早期からの国試勉強を促
すと共に国試対策委員を担う学生達と話し合い、模試の開催日程
や学習場所の検討など学生が主体的に学習できる環境整備を促し
た。看護師模試６回、保健師模試４回を実施し、結果はゼミ担当
教員から学生に紙面で返却してもらい成績の共有を図ると同時
に、成績の芳しくない学生へのフォローを担当教員、国試対策G教
員から行った。模試受験費は一部後援会から経済的支援を受け
た。
「学生生活の手引き」を更新し、学生へ配布するとともに、学生
専用ホームページに掲載を行った。
　奨学金制度について、学生にＳＴＵメール等で周知したほか、
ホームページや学生ホールの掲示板に常時奨学金情報を掲載する
ことで学生にとってアクセスしやすい情報提供を行った。今年度
は星川奨学会に1名採用されたほか、日本学生支援機構奨学金に給
付奨学金57名(継続採用含む)、貸与奨学金185名(継続採用含む)が
採用されている。
　令和６年６月30日から７月10日にかけて、学術交流協定を締結
している台湾高雄医学大学から、愛媛大学医学部看護学科と合同
で、２名の短期交換研修生を受入れた。本学担当期間を昨年度よ
り２日間増やして７日間の本学受入れとし、受入れプログラムを
充実させた。
　本学からは、令和７年３月16日から３月23日にかけて、看護学
科２年生２名と臨床検査学科３年生２名を高雄医学大学での短期
海外研修に派遣した。
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評価委員会コメント
自己評価 委員会評価

1 Ⅳ

ウェイト
進行状況

業務の実施（計画の進捗状況）

　学生の健康管理のため、定期健康診断を４月に、内科健診を５
月に実施した。内科健診については、円滑な実施を図るため、問
診票に既往歴や現病歴、ＢＭＩを加えるなどの修正を行い実施し
た。感染症など健康に関わる情報については、学生のプライバ
シーに配慮しつつ教職員間で情報共有しながら保健指導を行っ
た。今年度より校医である門田医師からの提案により、順番待ち
の受診者は全て部屋の外で待機することとし、受診時のプライバ
シーへの配慮を強化した。
　学生に配布する「感染予防マニュアル」の内容について、令和
７年４月より急性呼吸器感染症が５類感染症に加えられるため、
加筆を行った。また、学生委員会でマニュアル全体の見直しも行
い、令和７年度版に向けた適宜修正・更新を行った。感染予防の
ため、ワクチンの積極的な接種の呼びかけや注意喚起を、ＳＴＵ
メールや学生ホール掲示板及び学生専用ホームページを通して
行った。
　学生生活に関する相談体制について、４月のガイダンス及び
「学生生活の手引き」で案内を行った。具体的には学生相談につ
いて、教員オフィスアワーを設置して相談受付を行っていること
や、学生専用ホームページから「学生相談フォーム」が利用でき
ること、外部カウンセラーによる学生相談室の予約ができること
について周知した。授業等の都合上利用できない学生に対しても
臨時枠を設け、案内を行うなど利用しやすい環境づくりに努め
た。
  学生生活における安全面の支援体制を充実させるため、例年通
り交通安全教室の講習会を３回（４月・９月・２月）、犯罪被害
防止教室を１回（６月）実施した。
　特に交通安全に関しては、新入生のほか、バイクの事故経験者
や実習前の学生を対象に、４月の実技講習会への参加を促した
（出席率87.5%）。今年度は４月に正門前で発生した不審者による
暴行被害や10月から11月に多発した２輪車交通事故に対応するた
め、その都度メール及びデジタルサイネージで学生に注意喚起を
行った。
  自治会やサークルなどの活動に関しては、10月開催の学生祭に
おいて実行委員に感染管理を徹底するなど必要な助言を行った。
また、11月開催の学内清掃活動「クリーンアップ大作戦」と「球
技大会（バレーボール）」、12月のクリスマスイベント、１月の
餅まきイベントの開催に向け、自治会に適切な実施のための開催
方法について助言を行った。また、新たなサークルの発足に関し
ては、必要な手続き等について適切な助言を行い、２団体「ユニ
セフボランティアサークル」と「地域交流サークル」が新たに発
足した。学生表彰については、２月に今年度の学生表彰の候補者
を決定している。

　学生の健康管理のため、定期健康診断を実施
するとともに、必要に応じて保健指導を実施す
る。
　感染予防マニュアルの適宜更新を行い、学生
の感染予防に努める。
　学生生活に関する相談体制について案内し、
学生専用ホームページや学生相談室を気軽に活
用できるよう学生への周知に努める。
　学生生活における安全面の支援体制を充実さ
せるため、交通安全教室及び犯罪被害防止教室
の講習会を実施する。特に交通安全に関して
は、バイクや自転車の使用に関して事故防止の
ための講話や実技講習会を開催する。
　自治会やサークル等が活発な活動が行えるよ
うに助言を行う。また、新たなサークルの発足
などにも適切な助言を行う。優れた活動に対し
ては学生表彰を実施する。
　本学に寄せられたボランティアを学生に積極
的に紹介するとともに、令和５年度には、従来
の学生ボランティア登録サイトに登録している
学生に加え学内全体に周知することで参加者の
増加が見られたことから、６年度からは、学生
ボランティア登録サイトを廃止し、全学生を対
象にメールや掲示に加え、教職員が、ボラン
ティアの活動内容等を説明し、ボランティア活
動に学生が自主的に参加しやすいよう支援す
る。
　 また、松山市保健所と合同開催している
「ゲートキーパ養成講座」についても、学生か
らの関心が高かったため継続して実施する。

② 学生が心身ともに健やかに、
安全、安心で充実した学生生活を
送れるよう支援する。健康管理体
制の強化に努めるとともに、必要
な学生生活に関する相談体制を維
持する。交通安全対策や犯罪被害
対策など、学生生活の安全面の支
援を行う。サークル活動、自治会
活動、課外活動、ボランティア活
動等、自主的な活動を支援する。

中期計画 年度計画
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  本学に寄せられたボランティア依頼は、８件であった。ボラン
ティア依頼内容は全学生にSTUメールやデジタルサイネージ等を利
用して紹介し、学生の自主的な活動を積極的に支援した。さら
に、メールや掲示による機械的な周知だけでなく、学生が参加し
やすいよう教員が内容を丁寧に説明することを心掛けて呼びかけ
を行った。また、ボランティアの内容によってはその分野に特化
しているサークルに声をかけた。その結果、「砥部町子育てフェ
スタwith福祉フェスタ」に11名、「えひめパラスポーツフェス
ティバル2024」に１名、「砥部町第2回ファミサポ交流会」に５
名、「麻生小学校校区探検」に４名が参加した。学生がボラン
ティアに参加することにより、地域住民と交流を行い、新たな学
びや気づきを得る場となっていた。
「ゲートキーパー養成講座」では、看護学科学生74名が参加し
た。自殺対策について松山市保健所の保健師や心理カウンセラー
からの講義やグループワークを通して、身近な人への声掛けの技
法やセルフケアスキルを学び、健やかに学生生活が送れるよう支
援する場となった。
　また、学生をターゲットとした不審者等による犯罪から本学学
生を守るとともに、犯罪等を発生させないための抑止力とするた
め、大学正面出入口及び大学院出入口の出入りと付近の外周を監
視可能な高性能防犯カメラ２基を新たに設置するとともに、大学
構内への侵入が可能なすべての出入口に、防犯カメラ設置を周知
するステッカーを設置するとともに、本学への進学を希望する高
校生等に安心して本学を選定していただけるよう、ホームページ
にて防犯カメラによる安全対策の取組みをアピールした。
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中期計画 年度計画 業務の実施（計画の進捗状況） ウェイト
進行状況

委員会評価

1
Ⅳ

③ 学生の希望に沿った就職・進
学の達成のための相談・支援体制
を維持し、学生のニーズに適した
就職セミナーや卒業生との交流等
により、就職・進学に関する情報
の充実を図るとともに、きめ細や
かな個別指導・助言体制を強化す
る。県内出身学生の確保や県内就
職率の向上を図るため、愛媛県、
県内高校及び関係医療機関などと
密接に連携し、本学や県内医療機
関の魅力の紹介に引き続き努め、
県内就職促進事業の拡充を図る。
また、県外に出た卒業生等の愛媛
県へのＵターン支援に取り組む。

就職支援の方法や進路セミナー、就職支援
ホームページについて充実を図り、入学後から
学生が卒後のキャリアデザインを描けるような
支援を進める。

地域交流センター・学生委員会・同窓会が共
同し、在学生と卒業生・同窓会との集い(ホー
ムカミングデー）を開催し、職業意識の向上や
キャリアデザインの設計を支援するとともに、
情報交換などの交流を支援する。

個々の教員が、卒業生が抱える課題やニーズ
の情報収集に努めるとともに、在校生が、卒業
生個人や施設から進路選択のための情報収集を
行うことができるよう支援する。

就職・進学に関する情報を学生ホールに掲示
し、学生が自由に閲覧できるようにする。

県内就職率の向上を図るため、県内医療機関
の魅力の紹介に努める。

県内医療機関等の求人情報を積極的に提供す
るとともに、インターンシップや施設見学、就
職説明会等の県内情報についても随時提供す
る。

また、進路セミナーで県内医療機関の情報発
信の充実を図る。

本学ホームページやホームカミングデーの告
知を通して、卒業後も継続して卒業生を就職や
進学に関して支援していることの情報を提供
し、Ｕターン支援の推進を図る。

評価委員会コメント
自己評価

　学生委員会では、４月の進路セミナーでのアンケートや11月の
進路・就職アンケートを参考に、就職支援に関する本学ホーム
ページの充実を図った。　
　さらに、学生が自由に閲覧できるよう、県内就職セミナーや就
職・進学実績、国家試験合格率などを学生ホールに掲示するとと
もに、ホームページの学生専用ページから随時就職・進学情報を
提供した。加えて、就職担当のクラス顧問などに医療機関からの
来学情報などの情報提供を随時行ったほか、継続して県内就職に
関するものを中心に情報提供を行い就職支援を強化した。
　また、県関係と来学のあった県内医療機関のインターンシップ
や施設見学、就職説明会等の情報を学生ホールの求人関係の掲示
やホームページの学生専用ページを活用して提供した。特に、県
関係のものは学生ホールやデジタルサイネージに掲示したほか、
学内のＳＴＵメールでも案内した。
　４月には、３、４年生を対象とした進路セミナーを２回実施
し、県内医療機関からのきめ細やかな情報発信を強化しただけで
なく、今年度から愛媛県の魅力紹介や愛媛県で暮らす魅力を伝え
るなどの工夫もした。
　８月には、夏休みを利用して南予地域の２つの病院を巡る地域
医療見学ツアーを企画・実施し、16名が参加するなど県内就職率
の向上に努めた。
　これらのほか、県内の医療人材の確保等につながるよう、卒業
生に対しては、卒業生メーリングリストを活用し、卒後支援の
ホームページの紹介やホームカミングデーの告知、キャンパスラ
イフの送付を行うなど定期的な情報提供により、卒業後も相談し
やすい体制づくりに努めた。さらに、既卒者向けの県内の医療機
関の求人情報の掲載や来学した医療機関等から得た情報もホーム
ページに掲載するなどＵターン支援の充実を図った。
  地域交流センターでは、卒業生との交流機会として、毎年実施
しているホームカミングデーを学生委員会・同窓会が共同で６月
22日（土）に開催し、201名（教職員43名、在学生102名、卒業生
56名）の参加があった。看護師・保健師・助産師・臨床検査技師
の分科会では、在学生・卒業生・教職員の交流の場となり、在学
生にとっては進路選択の貴重な情報収集の機会となるとともに、
卒業生にとってもキャリアデザインを考える場となった。
　また、本学の就職支援等として臨床検査学科学生と若手臨床検
査技師との合同スキルアップセミナーを11月24日（日）に開催
し、49名（本学学生・大学院生29名、若手・中堅技師９名、ファ
シリテーター11名）の参加があった。グループワークでは、それ
ぞれの立場から考えるコミュニケーションやその重要さを学ぶと
ともに学生と若手技師との交流の場となり、キャリア形成支援に
つなげることができた。
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○令和６年度就職決定率

　　100％

○令和６年度県内就職率
　
　　65.6％

○就職決定率
　（就職者数/就職希望者）
　
　　100％

○県内就職率
　（県内就職者数／就職者数）

　毎年度50％を確保し、最終年度（令和９年
度）までに60％を目指す。
　※学部生（専攻科を含む）卒業生対象

　令和６年度卒業生(大学院を除く)107名のうち就職者数は93名となり、そのうち県内就職者61名、県外就職者32名で
あった。就職者のうち、県内出身者70名のうち52名が、県外出身者23名のうち9名が県内に就職した。この結果、県内
就職率は65.6％となり、県内就職率50％の目標を達成した。

数値目標

〔看護学科〕
　　卒業者72名のうち、就職者／就職希望者は61名／61名であり、進学者は１０名で、本学助産学専攻科他へ進学、
　　１名が進学浪人となった。
〔臨床検査学科〕
　　卒業者23名のうち、就職者／就職希望者は20名／20名であり、進学者は３名で、本学大学院他へ進学した。
〔助産学専攻科〕
　　修了生は12名であり、12名全員が就職した。

  看護学科では、クラス顧問制度により、各学年に複数のクラス
顧問を配置し、履修上の不安や困難を抱える学生との面談によ
り、個別の学習進捗状況や就職・進学の希望状況を随時把握し
た。また、入学後に、進路・職業選択への不安や心理的葛藤が顕
在化する学生、心身の不調により学習に困難が生じ診療への接続
が必要となる学生の増加を実感していることから、学生の個人情
報の共有についてプライバシーが確保されつつ、継続的な支援が
行われるようにするとともに、学生情報の保管についても検討を

          行った。
　これらの取組みを積み重ね、今年度の県内就職率（助産学専攻
科を含む）は、過去最高の65.6%となり、目標の５割を大きく上
回った。
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,

項　目 　３　研究

中期計画 年度計画

② 研究の成果を大学ホームペー
ジや広報誌、公開講座等において
積極的に発信するとともに、活用
の促進を図る。

大学案内資料の頒布業者を活用するほか、出
張講義や高校内ガイダンス出席時に大学案内、
広報誌「砥礪」等を配布し研究成果の広報に努
める。また、地域交流センター主催の研修会、
セミナー等を開催し、研究成果を発信する。

（１）研究水準の向上と成果の還元

① 保健医療福祉分野の国際的な
動向を視野に入れ、各専門領域で
独創的・先駆的研究に取り組み、
国内外の学会での学術的交流や学
術雑誌への積極的公表を推進す
る。

学内の各専門領域での独創的・先駆的研究に
対して、特に有望な学際的研究活動には選考の
うえ支援する。また、引き続き特に著名な研究
者を招いて「ＥＰＵ先端医療セミナー」を開催
し、先端医療分野での学術的交流を行う。

看護学科においては、教員の研究活動や業績
の拡大を支援するための対策を検討する。 1 Ⅲ

評価委員会コメント
進行状況

大学独自の「教育・研究助成費」において、これまでは若手支
援に重点をおいていたため、教授職は研究代表者として応募でき
なかったが、令和６年度から応募要件を見直し、教授職の申請を
含む５件を採択し、研究の活性化を図った。

令和６年度はＥＰＵ先端医療セミナーに替えて、大学開学20周
年記念事業の中で、政府の元新型コロナウイルス感染症対策分科
会会長の尾身茂氏等を招聘して「市民公開講座」を開催した。

看護学科では、年度当初に看護学科会において、研究活動の目
標の共有及び業績拡大に向けて講座内、講座間、臨床検査学科と
の共同による研究を推進することについて目標とすることを共有
した。

大学ホームページを更新し、各教員のページで最新の研究成果
を発信した。

また地域交流センターでは、 在留外国人数増加のニーズから、
県内医療関係者を対象として、「多文化共生時代の医療コミュニ
ケーション」セミナーを開講した。その研究成果を報告書冊子と
して発行し、県内各図書館へ配布した。

また、本学が令和4年度に一部改編を行い作成した「性教育パッ
ケージ」教材の活用希望があり、希望者（2施設）に対して教材の
提供を行った。

自己評価 委員会評価

1 Ⅲ

業務の実施（計画の進捗状況）

中期目標

（１）研究水準の向上と成果の還元
　　　保健医療福祉の分野に関する基礎的な研究に加え、研究の成果を広く社会に還元でき、国際社会にも通用する学術的研究成果の産出に向け、教員の研究能力の
　　　維持・向上に向けた研鑽(さん)の機会を確保するとともに、組織的に研究水準の向上に取り組む。
　
 （２）研究活動の活性化・適正化
　　　社会の要請に応える多様な研究成果を産出するため、学内外の競争的研究資金の確保や保健医療福祉現場との共同研究の充実に積極的に取り組むとともに、
　　　学際的な研究活動の推進を通して、組織的に研究活動の活性化を図る。
　　　また、適正な研究活動を継続して行うため、研究倫理の徹底した遵守と倫理審査体制の整備を図る。

ウェイト
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（

② 保健医療福祉の向上に資する
ため、地域や他大学等との共同研
究や学問領域を越えた学際的研究
を積極的に推進する。

引き続き科学研究費補助金の申請率、採択率
を向上させるための研修会の開催、申請書類の
ブラッシュアップ制度の活用とともに、その他
の研究資金の獲得を奨励するための学内広報を
積極的に実施する。

（２）研究活動の活性化・適正化

ウェイト
進行状況

数値目標

○国内外の学会発表数（６年間）
　500件

○令和６年度実績　　75件
 （３年間合計　 　 196件）

○１年当たりに換算すると83件が目標であり、令和５年度実績66件より増加したものの中期計画３年目の時
点で目標達成に向けて順調とは言えない。

○和文・英文の論文掲載数（６年間）
　300件

○令和６年度実績　　27件
 （3年間合計　　　 103件）

○１年当たりに換算すると50件が目標であり、令和５年度実績46件より減少しており中期計画３年目の時点
で目標達成に向けて順調とは言えない。

業務の実施（計画の進捗状況）

科学研究費補助金の申請に備えて、７・８月に事務担当者が作
成した説明動画・資料の共有や公立大学協会主催の科研費獲得の
研修会を活用し、採択に向けた申請時の留意事項及び最新の情報
の提供に努めた。10月に科研費獲得のためのFD研修に関するアン
ケートを実施した。

1 Ⅲ

地域交流センター事業を通して、地域の病院における研究活動
を支援する活動を展開することができた。

1 Ⅲ

引き続き科学研究費補助金の申請率、採択率
を向上させるための研修会の開催、申請書類の
ブラッシュアップ制度の活用とともに、その他
の研究資金の獲得を奨励するための学内広報を
積極的に実施する。

③ 適正な研究活動を継続して行
うため、研究倫理審査の迅速化に
向けたシステムの構築を図る。

引き続きAPRIN活用による倫理研修の受講を
徹底する。

令和５年度に策定した利益相反マネジメント
ポリシー、マネジメント規程の理解を促し、利
益相反に関する自己申請を実施する。

適正な研究活動を継続的に行うため、研究倫理審査の迅速化に
向けたシステム構築を進め、同時に「人を対象とする生命科学・
医学系研究に関する倫理指針」に基づいて迅速審査が可能な研究
の周知に努めた。令和６年度の審査については、すべて迅速審査
として研究倫理審査を実施した。また、上記指針に基づく研究倫
理審査体制を維持するため、指針の改定など最新情報の収集と、
それらの学内への周知に努めた。

APRINの受講状況については、管理責任者が年に２回、管理シス
テムから確認し、受講歴がない人や有効期限切れになる人に、受
講督促を行った。

研究不正の防止に向けては、令和６年度版の自己学習教材をE-
studyにあげ、FD研修として視聴を促し、11月には未視聴の人に向
けて再度促した。

利益相反に関する自己申請は令和６年４月に全員から提出さ
れ、特に審議が必要となるケースはないことを確認した。また、
研究インテグリティに関して、利益相反マネジメント規程に新た
な規定及び自己申告書に新たな項目を追加した。

1 Ⅲ

① 研究活動の活性化に向けた学
内研究費の確保と科学研究費補助
金をはじめとする外部資金の獲得
を図る。

評価委員会コメント
自己評価 委員会評価

中期計画 年度計画
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　科学研究費補助金の申請率は、84.4％（38名／45名(申請有資格者対象)）となり、目標の
80％以上を達成した。
　令和６年度の採択件数は28件で、４年度からの３年間の採択件数は、80件（新規16件、継
続64件）となった。

○令和６年度申請率
　　84.4％

○令和６年度採択件数
　　新規採択　　６件
　　継続採択　  22件

○文部科学省・日本学術振興会の科学研究費補助金等に
ついて

　教員の申請率及び採択件数
　　申請率：80％以上
　　　　    （申請有資格者対象かつ代表者として）
　　採択件数： 新規・継続合わせて６年間で60件

数値目標
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Ⅲ

地域における保健医療福祉分野の課題解決に関する事業とし
て、「保健師の多様な働き方セミナー」、「ゲートキーパー養成
講座」、「多文化共生時代の医療コミュニケーションセミナー」
を開講した。「多文化共生時代の医療コミュニケーションセミ
ナー」には、県内の看護師、保健師、医師、看護教員など16名の
参加があり、多職種間のディスカッションや交流が行われた。
「ゲートキーパー養成講座」では、看護学科学生74名が参加し、
自殺対策について松山市保健所の保健師等から講義を受け、連携
強化の場となった。
　また、「思春期保健スキルアップ研修会」は、助産師、保健師
等94名が参加し、思春期男子の性教育の必要な知識の取得及び男
子の性教育の在り方について参加者同士の意見交換の場となっ
た。

項　目 　４　社会貢献

中期計画 年度計画 業務の実施（計画の進捗状況） ウェイト
進行状況

評価委員会コメント
自己評価 委員会評価

（１）県内保健医療福祉職への支援

① 地域における保健医療福祉分
野の課題解決に向け、地域交流セ
ンターが中心となって県内関係機
関の連携を強化するための機会を
確保し、多職種間で交流する機会
を増やす。

1

中期目標

　（１）県内保健医療福祉職への支援
　　　　県内保健医療福祉職の資質向上と協働に向け、関係職種間の交流や人材育成のための諸事業を推進する。
　
　（２）地域住民との交流と支援
　　 　「地域に開かれた大学」を目指し、学生や教職員と地域住民との交流の場を提供するとともに、健康づくりのための学習機会や
　　　研究成果を提供する。

地域における保健医療福祉分野の課題を見出
しその解決に向け、地域交流センターが中心と
なって県内関係機関の連携を強化するための機
会を確保し、多職種間で交流する機会を増や
す。

思春期保健活動の充実を図るとともに、多職
種間での情報交換を推進するために、従来から
愛媛県中予保健所と共催している「思春期保健
スキルアップ研修会」を継続して実施する。
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　保健医療機関・行政・関係団体等が開催する講座や研修会での
講師・技術指導・助言及び患者・家族会やNPO等への支援45件、
行政・関係団体の委員等117件、学術集会や保健医療機関から委
嘱されたボランティア活動等14件など、各教員が関係機関・団体
の要請を受けて計176件の地域貢献活動を行った。また、看護職
や臨床検査技師等専門職からの研究・研修・データ分析・検査技
術など個別相談に対して、各教員が専門性を活かして生かして支
援を行った。来学、電話・メール等による相談件数は、49件で
あった。
　県内の看護教員を対象とする「看護教員継続教育研修会」を３
回実施した。第１回は「臨床判断に必要な思考の形成に向けた看
護基礎教育の実践～臨床推論とクリティカルシンキングを育む
～」、第２回は「成功事例の分析から見えてくる学生指導の技―
質的統合法(KJ法)による分析を通じて－」をテーマに教員のキャ
リア支援を行った。また、県内の保健師を対象とする「保健師の
多様な働き方セミナー」を開催した。保健師の多様な働き方の事
例を提供し、参加者同士の交流の場を設けることで、自律的な
キャリア形成を促す場となった。
　さらに、細胞診検査における人材教育のためのリカレント教育
として、４月から12月まで２回/月の頻度でセミナーを実施した
（参加者数 計２名）。各領域での細胞像を実際に鏡検しディス
カッションを行うことで、知識習得と理解を深める場となった。

2 Ⅲ

② 県内の保健医療福祉関係職者
が、個々のキャリアを開発する機
会を確保すると共に、その内容の
充実を図る。

県内の保健医療機関に勤務する看護職者や臨
床検査技師、看護教員などを対象に、各職種に
従事する専門職者ニーズに応じて、個々のキャ
リア開発に資する研修会やセミナーを開催す
る。

中期計画 年度計画 業務の実施（計画の進捗状況） ウェイト
進行状況

評価委員会コメント
自己評価 委員会評価
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中期計画 年度計画 業務の実施（計画の進捗状況） ウェイト
進行状況

評価委員会コメント
自己評価 委員会評価

Ⅲ1

② 地域住民に対し、健康増進に
向けて大学の施設・設備が使用で
きることを広報し、活用を促進す
る。

積極的な地域との交流に向け、県内や大学周
辺地域にある学校や様々な職場、公共施設等か
らの依頼に応じ、本学の学生や教職員が研修会
やイベントへの開催協力や参加を推進する。特
に、麻生小学校の「校区探検」については２年
生を受け入れているが、同小学校側からキャリ
ア教育として、６年生への実施要望があるた
め、令和６年度に正式に依頼があれば実施する
こととし、本学学生が小学生と交流する場を増
やす。

1

麻生小学校の授業の一環である２年生の「校区探検」に協力
し、ボランティア学生４名と共に授業風景の見学や学内施設の案
内、実験や赤ちゃん抱っこ体験を実施した。学生は、小学生にわ
かりやすいよう説明することの必要性を学び、小学低学年と交流
する場となった。また、今年度は６年生への実施の依頼はなかっ
た。
　松山市保健所と協力し、自殺予防対策として学生を対象とした
「ゲートキーパー養成講座」を実施した。
　砥部町子育てフェスタでは、「お仕事体験」として、看護師・
助産師・臨床検査技師のブースを運営した。11名の学生が主体と
なって、ナース服を着用体験や聴診器での心音の聴診体験、新生
児モデルの抱っこ体験、腹部・心エコー検査体験、尿検査体験を
実施した。子どもとその保護者ら207名がブースに参加し、学生
は多くの地域住民と交流を行った。
　愛媛県赤十字献血センターと連携し、キャンパス内において教
職員・学生を対象とする献血を２回実施した。
　愛媛県下の小・中・高校生を対象として「子ども科学教室」を
学生祭２日目に開催した。ボランティア学生５名と参加者（保護
者を含め52名）が科学および臨床検査に関する５つの実験を通じ
て交流を行った。

　ホームページで、地域交流センターの案内とともに砥部町主催
事業に大学施設を開放している旨を掲載し、地域住民に対し施設
や図書館及び学食の利用案内を行うとともに、麻生地区福祉活動
推進懇談会にも参加した。砥部町主催の地域住民を対象とするス
トレッチ教室に加え、愛媛県臨床検査技師会総会、愛媛県助産師
会主催の研修会会場、砥部町主催の１歳未満の赤ちゃんとお母さ
んの集まりの交流相談の場「ぴよぴよ広場」会場として活用さ
れ、多数の地域住民・専門職による利用があった。

Ⅲ

大学の施設・設備の利用促進に向け、ホーム
ページへの掲載や地方自治体との連携等を通し
て、一般の地域住民に対し、大学の施設・設備
を一般に開放していることを周知する。

① 地域に開かれた大学を目指
し、学生を中心に、大学教職員と
地域住民との交流する機会を増や
す。

（２）地域住民との交流と支援
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地域住民との交流を深めるため、学生に対し
て健康づくりに関連した地域のイベント等への
参加を促す。

また、多くの地域住民に利用してもらえる図
書館を目指し、ホームページ・ＳＮＳ・広報誌
等を活用した広報活動を展開するとともに、地
域住民にも興味を持たれるような企画展示の実
施や、資料宅配サービス等、直接来館が難しい
住民へのサービスを継続する。また、夏季及び
春季には、閲覧席の開放サービスの再開を検討
する。

加えて、地域住民との交流を深めるため、
ホームページで大学情報を公開し、広く県民か
らの意見を聴くとともに、地域交流企画を継続
的に開催する。学生のボランティア系サークル
等に対しても、地域からのボランティアの募集
情報を積極的に提供する。

また、引き続き学外講師による特別講演を企
画し、可能な範囲で県内の医療関係者や卒業生
などに公開する。

1 Ⅳ

　保健医療機関・行政・関係団体等が開催する講座や研修会での講師・技術指導・助言35件、患者・家族会
やＮＰＯ等への支援10件、行政・関係団体の委員等117件、学術集会や保健医療機関から委嘱されたボラン
ティア活動等14件、各教員が関係機関・団体の要請を受けて計176件の地域貢献活動を行った。
　※このほか、県内保健医療福祉関係職員からの来学、電話、メール等による相談件数49件

数値目標

　地域交流センターを通じて、地域から本学に寄せられた学生ボ
ランティアの依頼内容を全学生に紹介し、学生の自主的な活動を
支援した。また、ボランティアの内容によっては、クラス顧問を
通じ、或いは、その分野に特化しているサークル等にサークル顧
問やSTUメールを活用し呼びかけた。
　図書館では、本や図書館が好きな学生及び教職員に呼びかけ、
参加に応じた学生や教職員が本棚のオーナーとなる「シェア本
棚」を開始し、地域住民の方にも興味深い資料の展示・貸出を
行った。地域住民にも興味を持たれるような企画展示として、博
物館等と連携し「十河信二 〜 新幹線を走らせた信念の快男児
〜」「小さく生まれた赤ちゃんたちの写真展　小さなキセキのス
トーリー３」や「愛媛県立医療技術大学20年のあゆみ」を開催す
るとともに、ホームページ・ＳＮＳ等を使って図書館に関する情
報発信に努めた。資料宅配サービス等直接来館が難しい住民への
サービスを継続した。コロナ禍で中断していた長期休業期間の閲
覧席の開放サービスを再開し、地域住民への支援に努めた。
　また、教育活動として学外講師による特別講演を対面で２回開
催した。いずれの講演も学生や教職員に加え、県内の医療関係者
や卒業生などにホームページ等を通して広く案内し、参加を勧め
た。

○令和６年度実績
　176件

　専門職対象６事業７講座、一般・学生対象５事業５講座を実施した。
　・専門職：愛媛県看護教員継続教育研修会、思春期スキルアップセミナー、
　　　　　　保健師の多様な働き方セミナー、多文化共生時代の医療従事者育成事業等
　・一般・学生：えひめ高校生生体機能研究プログラム、高校出張講座（メディカルトーク）、
　　　　　　　　子ども科学教室、高校生臨床検査体験プログラム等

中期計画 年度計画 業務の実施（計画の進捗状況） ウェイト
進行状況

評価委員会コメント
自己評価 委員会評価

○県内保健医療職の研修会への講師派
遣
　
　年間160件以上

○公開講座、出張講座等の開催回数
　
　年間12回以上

○令和６年度実績
　専門職対象　　　講座７回
　一般・学生対象　講座５回

③ 地域住民の健康づくりに資す
るため、本学の研究成果を発信す
る特別講演や、大学における教育
活動の一部を地域住民や学生保護
者、卒業生にも公開し、参加を推
奨すると共に、図書館等の施設利
用を推進する。
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自己
評価

委員会
評価

Ⅳ又はⅢの
構成割合

30

特　　記　　事　　項 備　考

なし

Ⅰ：年度計画を実施していない。

第２　大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するために取るべき措置

Ⅱ：年度計画を十分には実施していない。

Ⅳ：年度計画を上回って実施している。 17

Ⅲ：年度計画を十分実施している。
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① 理事長のリーダーシップ発揮
のため、理事会等の法人組織にお
いて、透明性確保、経営効率化及
び教育研究の活性化を進めるとと
もに、大学運営組織について、多
様化する課題への迅速な対応に向
けて、学長の補佐体制の強化や各
種委員会等の再編などの見直しを
図る。

理事会、経営審議会、教育研究審議会等の法
人組織と教授会、学内委員会等の学内組織との
連携・協働体制を継続するとともに、運営戦略
会議の企画立案機能を一層強化する。

また、大学運営組織について、多様化する課
題への迅速な対応に向けて、各種委員会等の再
編や学長補佐の職務と処遇などの見直しを行
い、体制を強化する。

理事会等の法人組織と教授会等の学内組織と情報や課題を共有
し、それらの意見や提言を踏まえて、運営戦略会議で方針を協議
し、理事長（学長）が意思決定した事項について、教員組織及び
事務局に対して迅速な指示を行っている。

また、大学運営組織について、多様化する課題への迅速な対応
に向けて、学長から補佐に「本学のＤＸ」や「ＳＮＳ等を活用し
た新しい広報」を特命事項として職務を与えるとともに、令和７
年１月から学長補佐の管理職手当等を新設するなど処遇の見直し
も実施した。今年度、学長補佐は関係する委員会等と連携しなが
ら、時代に即した教育などを念頭に課題を抽出するなど、スピー
ド感をもって特命事項を前進させている。

1 Ⅲ

２　第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

項　目 　1　運営体制

中期計画 年度計画

（１）理事長を中心とする組織体制の強化

業務の実施（計画の進捗状況） ウェイト
進行状況

評価委員会コメント
自己評価 委員会評価

中期目標

（１）理事長を中心とする組織体制の強化　
　　
　　
　　　第２期中期目標期間中に充実させた組織体制を更に発展させ、理事長（学長）が、法人運営及び大学の教育研究の中心として、強いリーダーシップを発揮し
　　　迅速に責任ある意思決定を行うとともに、内部統制等のマネジメント機能を充実させることにより、主体的かつ組織的な運営を行う体制を強化する。

（２）開かれた大学づくり
　　　大学運営に外部有識者等を登用するほか、学生や保護者の意見を幅広く聴取して大学運営に反映させ、開かれた大学づくりを推進する。

（３）地域や社会に貢献する大学づくり
　　　大学の強みや特色を生かした医療福祉分野をはじめ、地域や社会への貢献活動を拡充するため、県や市町との協働事業の実施、大学間連携や高・大連携による
　　　相乗・補完的な活動の展開などに意欲的に取り組み、公立大学の役割を発揮するとともに、大学の教育研究力の強化につなげる。
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② 理事長を中心とした大学マネ
ジメント機能充実のため、本学版
のガバナンスコード（注３）及び
内部統制システム（注４）につい
て、規程の整備と継続的な運用体
制の構築を進める。

（注３）
・ガバナンスコード：大学組織及
び運営方法等に関する指針

（注４）
・内部統制システム：関係法令に
適合した職務執行、適正な業務執
行を確保する体制のことで次の４
項目を目的とする。
〇業務の有効性・効率性の追求
〇コンプライアンスの確保 
〇財務報告等の信頼性の確保
〇資産の保全・活用

教職員に、本法人版「ガバナンス・コード」
及び「内部統制に関する規程」の周知を図ると
ともに、これらに基づき構築した体制の継続的
な運用を進め、大学のマネジメント機能の充実
を一層図る。

本法人版「ガバナンス・コード」については、公立大学ガバナ
ンスコードにおいて「研究インテグリティの確保」と「サイバー
セキュリティの確保」が盛り込まれたことから、理事会等に諮
り、令和７年11月に改訂し、教授会等で周知を図った。

内部統制については、役職員の職務の執行状況について、日常
モニタリングにおいて自己点検・評価を行い、各種委員会や各役
職段階でのチェック体制が機能しており、その状況を令和６年６
月開催の理事会に報告した。また、資産の保全及び財務状況につ
いても、公認会計士、弁護士の両監事に監査を依頼し、適正であ
ることを確認していただいている。

1 Ⅲ
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教育研究審議会等の審議において、学外有識
者等から起用している理事や審議会委員が発言
しやすいように会議の進行を工夫するなどによ
り、積極的に意見を聴取し、大学運営に反映さ
せる。

学生と大学との意見交換会の継続的な開催を
通じ、学生の意見・要望等を把握し、大学運営
に積極的に反映させるとともに、引き続き教職
員から大学への提案箱制度を運営することによ
り、学生及び教職員の声を大学運営に積極的に
反映させる。

学外の有識者や専門家を理事や
委員に登用し、外部の意見・提案
を取り入れるとともに、学生等の
学内の声を積極的に反映し、開か
れた大学づくりを進める。

（２）開かれた大学づくり

中期計画 年度計画 業務の実施（計画の進捗状況） ウェイト
進行状況

自己評価 委員会評価
評価委員会コメント

教育研究審議会等の審議において、学外有識者等から起用して
いる理事や審議会委員への説明が形式的にならないよう丁寧に行
い、議長が同委員を指名の上、意見を求めるなどにより積極的に
学外有識者等の発言を引き出した。

また、令和２年から教職員からの大学への提案箱を設置してい
るが、必ず翌月の運営戦略会議で提案内容に対する対応策を協議
し、１週間後に開催する教授会で学長から提案内容及び対応策を
報告しており、制度が形骸化しないよう留意しながら、開かれた
大学づくりを推進している。

さらに学生に対しては、11月に学生と大学との意見交換会を開
催し、学生からの意見などを大学運営に積極的に反映した。具体
的には、学生からの意見に基づき図書館の土曜日終了時間を30分
延長することや、窓のサッシと体育館の定期的な清掃を行う、な
どの対応を行った。

Ⅲ1
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中期計画 年度計画 業務の実施（計画の進捗状況） ウェイト
進行状況

評価委員会コメント
自己評価 委員会評価

（３）地域や社会に貢献する大学づくり

　令和６年度は、感染症対応等への医療職等の派遣依頼はなかっ
たが、愛媛大学とは教育研究水準の向上や地域が求める人材育成
の推進、地域社会の活性化など多方面で連携している。
　県との関係では、今年度から新たに保健福祉部との意見交換の
場を持ち、全県的な課題である看護師確保策について協議を重ね
ており、また本学にも学長をリーダーとするタスクフォースを編
成して県事業の予算化に向けた提案を行うなど連携は強化されて
いる。さらには県内の主要な医療機関や医療系大学の状況や要望
等を県と連携してヒアリングを実施するなど、地域課題の解決に
向けた取組みに主体的に参画している。
　(公財)愛媛県総合保健協会とは、相互の人的・物的資源や調査
研究成果を効果的に活用するための包括連携協定の締結してお
り、同協会が作成するＣＭに本学の学生等が参加し、特定健診受
診率の向上に一翼を担った。このほか（公社）日本看護協会が運
行するラッピングバスを看護週間中に受け入れ、看護の魅力等の
ＰＲにも協力した。
　また、看護系科目を設置・設置予定の県内高等学校からの要請
に応じて、本学教員を総合的な探究の時間における課題研究指導
講師として派遣するとともに、カリキュラム編成等に当たって
は、専門的知見からの助言を行った。また、入試における高大連
携について、３度にわたり教育委員会と意見交換を行った。
  愛媛県立松山中央高等学校においてブック＆メディカルトーク
を実施し、看護職とりわけ地域で働く保健師の活動に興味を持っ
てもらえる内容とした。
　県内の高校生を対象に「えひめ高校生生体機能研究プログラ
ム」及び「高校生臨床検査体験プログラム」を実施した。愛媛高
校生生体機能プログラムでは、県内高校生24名が参加し、高校で
は触れることのできない生体機能実験を体験した。また、高校生
臨床検査体験プログラムでは、県内高校生25名が参加し、実習を
通して臨床検査技師への理解を深める体験を提供する場を設け
た。
　さらには、愛媛県委託事業（愛媛県医療対策課）として看護教
育の質向上を目指して愛媛県看護教員継続教育研修を実施し、県
内の看護教員及び医療関係者が参加した。

① 地域に貢献する大学をアピー
ルするため、県内の自治体、大
学、高等学校等との間で、情報交
換や協働事業の実施等を展開する
とともに連携協定の締結について
前向きに取り組み、これらの成果
を積極的に発信する。

新型コロナウイルスなどの感染症に関して、
ワクチン接種に医療職等を派遣するとともに、
看護師、臨床検査技師等の専門医療人材の育成
を目指す愛媛大学医学部の感染制御学講座（県
の寄付により５年度開設）における感染症教育
に積極的に関わることで、公立の医療系大学の
使命を果たす。

設立団体である県との連携を強化するための
場の創設について県と協議し、地域貢献活動の
充実と県の保健福祉分野における政策課題解決
に向けた取組みへの参画を目指す。

令和５年度に包括連携協定を締結した愛媛大
学及び（公財）愛媛県総合保健協会と協働し、
それぞれの連携協定で掲げた目的の実現に向け
て取組みを進める。

また、高等学校等教員対象大学説明会などで
県内高校教員と意見交換を実施して、高大連携
の拡充を図るとともに、看護系科目の設置等を
予定している県内３高等学校からの要請に応じ
て、引き続きカリキュラム編成やカリキュラム
内容の充実等に関し、本学教員が専門的知見か
らの助言を行い、県内出身学生の確保に向け関
係高等学校との連携を深める。

引き続き(社)愛媛県臨床検査技師会との包括
連携協定に基づき、学生や教員が種々の協働事
業に積極的に参加し、情報交換や交流を行う。

2
Ⅳ

- 47 -



- 48 -

Ⅲ

自己評価 委員会評価

　２　教育研究組織

評価委員会コメント

中期計画 年度計画 業務の実施（計画の進捗状況） ウェイト
進行状況

評価委員会コメント
自己評価 委員会評価

デジタル化・ＩＣＴ活用などの
教育研究・学修を取り巻く様々な
環境変化に対応するため、教育研
究審議会の外部委員を積極的に活
用し、時代に則した効果的・効率
的な教育研究活動を進める。

引き続き教育研究審議会において、外部委員
から本学の教育研究に関する重要事項に関して
幅広い意見・提案を求めるため、委員への会議
資料の早期提供に努め、提言内容を教学マネジ
メント委員会を通じて効果的・効率的な教育研
究活動の実践に反映させる。

教育研究審議会において、教育機関以外の有識者を含めた３名
の外部委員が発言しやすいよう、本学の教育研究に関する現状報
告を行うとともに、テーマをあらかじめ設定して発言を求めるな
ど、重要事項に関して幅広い意見・提言を求め、効果的・効率的
な教育活動の実践に繫げた。

1

ウェイト
進行状況

1

　教育研究の進展や社会のニーズに対応し、より効果的、効率的な教育研究活動を行うことができるよう、教育研究審議会の在り方を見直して外部委員の意見を積極的に反映する
とともに、学内の教育研究組織を効果的に運用する。

業務の実施（計画の進捗状況）

③ 大規模災害や感染症パンデ
ミックにおける緊急支援のほか、
県民が抱える様々な課題につい
て、行政、関係団体、ＮＰＯ法人
等と連携してニーズの把握に努
め、大学の有する人的・物的資源
を活用した幅広い地域貢献活動を
実践する。

ＳＤＧsに対する意識の更なる向上のため、希望者に対してＳＤ
Ｇsバッジの購入を推進し、着用を通して、ＳＤＧsに対する意識
啓発を行った。

また、本学のＳＤＧsに関する取組みについて、ホームページを
通じて公表を行い、学内外への意識啓発を行った。

中期計画 年度計画

項　目

中期目標

ＳＤＧｓ推進ワーキンググループを中心に、
本学ならではの行動計画策定をさらに推進す
る。

また、本学のＳＤＧｓに関する取組みについ
て、ホームページを通じて発信する。

② 学生や教職員にＳＤＧs（注
５）の理念を周知・啓発するとと
もに、大学ならではの行動計画を
策定して社会貢献活動の実践につ
なげ、活動成果を公表する。

（注５）持続可能な開発目標
（Ｓustainable 
 Ｄevelopment ＧoalＳ）

Ⅲ

　
大規模災害時や感染症パンデミック時におい

て、自治体の要請に応じ人的・物的な緊急支援
を実施する。

引き続き愛媛県地域・大学等連携推進連絡会
議や砥部町の社会福祉活動推進懇談会等を通じ
て地域課題の把握に努めるとともに、本学の教
育研究成果を生かした問題解決策を提案する。

令和６年度は、大規模災害や感染症パンデミック等はなく、自
治体からの協力要請はなかった。

また、県内の自治体と高等教育機関との連携を深めるために県
が開催している愛媛県地域・大学等連携推進会議は、令和６年度
は会議の開催がなかった。

地域貢献活動として、砥部町の地域住民の健康づくりや子育て
支援に資するため、「ストレッチ教室」や「赤ちゃん親子の交流
の広場」に体育館等を解放した。

麻生地区福祉活動推進懇談会（６月、１月）に職員が出席し、
砥部町社会福祉協議会職員や地域住民との意見交換を行った。懇
談会では地区における課題を聞き取るとともに、本学と地域住民
が共に取り組むイベントの実施に向けた話合いを行った。

1 Ⅲ
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　３　人事

ウェイト

項　目

自己評価 委員会評価

　教職員の業績を適正に評価して、人事・給与に反映することで意欲や能力の向上につなげるとともに、優秀な教職員の確保を図るため、人事制度の弾力的な運用を行う。

1 Ⅲ

進行状況
評価委員会コメント

① 教職員の人事考課・業績評価
制度を拡充して、公平性・客観性
を担保しながら、任用や給与に弾
力的に反映することにより、教職
員の勤務意欲の向上と能力の高い
人材の採用を図る。

引き続き教員の業績評価制度について、対象
教員にアンケートを実施して評価項目や配点基
準、処遇への反映方法等の見直しを図り、処遇
への適切な反映により教員の意欲向上を図る。
また、学生による授業評価などを取り入れた新
たな総合業績評価制度について、令和４年度に
調査した他大学の取組状況等を参考に本学での
導入の適否についての検討を継続する。

教職員の採用や昇任については、成績主義に
基づき公平性・客観性が担保されるよう適正な
手続きの下での選考に努め、優秀な人材確保と
教職員の意欲向上を図る。

中期目標

業績評価の見直しに係るアンケートについては、令和５年度と
同様に前年度の教員業務報告書を提出した直後の５月に行い、教
員から意見を引き出せるようにした。また、教員業績評価委員会
の委員からの意見を反映して、「表彰の受賞」を点数項目として
追加することとし、国際・全国・地方のレベルに応じて、論文等
の業績や各分野への貢献の状況等が反映され、教員の勤務意欲と
能力の向上につながるよう、令和６年度の業績報告書を見直し
た。なお、学生による授業評価等を取り入れた新たな総合業績評
価制度の導入については、現行の評価制度においても学生からの
視点が入ったものになっていることから、引き続き現行制度で評
価することとした。

教職員の採用や昇任については、退職教員等の後任補充を行う
ため、適宜、教員の募集と選考を行い、令和６年４月１日付けで
教員３名（特定教員１名を含む）を新規採用し、特命教授２名の
雇用を更新した。また、令和７年４月１日付けで教員５名（特定
教員１名含む）の採用を決定し、特命教授１名の雇用を更新する
こととした。

この結果、令和７年４月１日現在で、特命教授・特定教員を含
めて57名（欠員２名）の教員を確保した。

なお、教員の採用や昇任にあたっては、教育研究審議会の場に
おいて、成績主義に基づき公平性・客観性が担保された適正な選
考を行った。

業務の実施（計画の進捗状況）中期計画 年度計画
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③ 教職員数について、少子化等
の社会構造の変化に則した適正な
定員管理に留意するとともに、ク
ロスアポイントメント（注６）等
の学外との連携による新たな人材
活用制度の導入可能性を検討し、
柔軟かつ効率的に大学運営を維持
する。

（注６）クロスアポイントメント
…教員（研究者）が複数の大学に
雇用され、決められた勤務割合に
応じて、それぞれの大学で業務を
行うもの。給与や社会保険料につ
いては、勤務割合に応じて、それ
ぞれの大学が負担する。

引き続き適正な定員管理のもと、教育分野の
デジタル化や非常勤講師等の活用による人材の
有効活用を図り、業務の効率化と総人件費の抑
制に努める。

感染症分野における医療・研究人材の養成に
関する連携協定や大学院専門コースの設置に対
応して、関係大学等との専門人材の相互活用を
図るとともに、クロスアポイントメント等の活
用により、関係大学等との専門人材の相互活用
の可能性を探り、柔軟かつ効率的に大学運営を
維持する。

欠員や退職教員の後任補充として、年俸制の特命教授２名を令
和６年度も引き続き雇用し、うち１名については、令和７年度も
雇用更新することとし、人材の有効活用を図った。

また、関係大学等との専門人材の相互活用のため、令和５年11
月に「職員就業規則」を改正するとともに、「クロスアポイント
メント制度に関する規程」を策定し、本学にクロスアポイントメ
ントを導入するための基本的な制度を整備したが、現在の人員で
対応できることから活用実績はない。

1 Ⅲ

中期計画

1 Ⅲ

令和４年度に作成したプロパー職員を対象と
する人材育成方針に沿って具体的な取組みを進
め、研修等を通じて法人経営や大学事務に係る
専門性の修得によるスキルアップを図る。

また、人材育成方針に記載の県への研修派遣
及び他大学との人事交流等について、県との具
体的な協議を進めるとともに、他大学等との人
事交流の可能性を探る。

ウェイト

令和６年度末で退職する事務職員の後任補充のため、令和７年
４月１日付け採用の法人事務職員の採用試験を実施した。退職意
向が示された時期や人手不足の情勢等を踏まえ、受験の上限年齢
を45歳まで引上げて１、２月に試験を実施し、幅広い年齢層の応
募者の中から活躍が期待できる１名を採用した。

プロパー職員の人材育成については、４年度に策定した「人材
育成方針」に基づき、主幹１名を人材育成責任者に指名し、方針
に沿った取組みを推進させるととともに、法人採用職員を大学事
務の専門職員として育成するため、愛媛県や公立大学協会及びＳ
ＰＯＤ（四国地区大学教職員能力開発ネットワーク）等が実施す
る研修などへ積極的に参加させ、研修内容の事務局内での共有を
図ったほか、県（設置団体）への研修派遣についても協議を継続
している。

また、職員提案制度の活性化を図るため、提案があれば、直近
の係長会（隔週開催）で協議するとともに、協議結果は、即日全
事務局職員へ回覧した。また、繰り返し職員提案を呼び掛け、そ
の際には、提案方法も自由として、業務効率化・無駄の排除につ
ながるアイディアを広く受け入れるなど、提案に対する心理的な
壁を取り除いており、思い付いたことは即提案できる制度となっ
ている。

② プロパー事務職員について、
社会人経験者を含めた計画的な採
用を進めるとともに、人材育成方
針を策定して、研修等により大学
事務の専門職としてのスキルアッ
プを図る。

進行状況
評価委員会コメント

自己評価 委員会評価
年度計画 業務の実施（計画の進捗状況）
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　４　大学運営業務

中期計画 年度計画 業務の実施（計画の進捗状況）

中期目標

項　目

Ⅱ

① 業務内容を見える化して、無
駄な業務の廃止や業務プロセスの
簡素化などの見直しを実施し、大
学運営業務の効率化を進めるとと
もに、働き方改革を実現するため
指針を策定し、長時間労働の是正
を図る。

引き続き令和４年度策定の事務局職を対象と
する「働き方改革指針」に沿って長時間労働の
是正を図る。超過勤務時間の前年度比５％減と
ストレスチェック診断結果（事業所に提供され
た集計結果）の数値が前年度より改善すること
を目標に、働きやすさ（職場環境）の改善と働
きがい（達成感）の向上を目指して、事務局職
員の働き方改革を推進する。

特に、ワーキンググループにおいて、業務効
率化の具体策を検討するとともに、やめてもよ
い業務や効率化できる業務の洗い出しを実施す
る。

職員に対し働き方改革・業務効率化の意識付けを行うととも
に、時間外勤務は20時までに終了するよう計画的に取り組むこと
の意識付けを繰り返し行った。

令和６年度においては、職員のスキルアップ等のため約８割の
事務局職員の担当業務を変更したことなどから令和６年度の超過
勤務時間は31.60時間となり、令和５年度の17.00時間から85.9％
増加した。

なお、ストレスチェック診断結果においては、仕事の量的負担
の数値が悪化している。

業務効率化については、証明書発行システムの改修を行うこと
で、担当職員の業務省力化を図った。また、サイボウズofficeの
カスタムアプリを試行し、活用方法を検討したが、具体的な活用
方法については結論に至っていない。

本学は小規模大学であることから、費用対効果の面からシステ
ム導入が容易ではなく、業務の効率化に課題を抱えている。

令和４年度に導入した職員からの業務の効率化・無駄の排除に
繋がる意見・アイデア募集を引き続き行ったところ、４項目の具
体的な提案があり、速やかに係長会で協議の上、実行に移した。

1

社会ニーズの変革により多様化、複雑化する大学運営業務を限られた人員で効率的、効果的に執行するとともに、教職員の働き方改革を実践するため、業務プロセスの大胆な見直
し、ＩＣＴ・ＡＩ技術の活用、業務担当の専門化・分業化、教職協働などによる業務改革に取り組み、教育及び研究の更なる充実と、働きがいと働きやすさの実現を図る。

ウェイト
進行状況

評価委員会コメント
自己評価 委員会評価
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中期計画 年度計画 業務の実施（計画の進捗状況） ウェイト
進行状況

評価委員会コメント
自己評価 委員会評価

③ 大学運営業務改革と並行し
て、教員と事務職員の間の協働や
役割分担などの在り方を見直し、
連携を強化するとともに、教員の
教育研究活動以外の業務負担を軽
減する。

令和４年度に策定した事務局職員を対象とす
る「働き方改革指針」の趣旨を踏まえ、教職相
互理解の下、双方の負担軽減に寄与することを
目標に、教員と事務局職員の連携方法や役割分
担のあり方などについて検証し、大学がワン
チームで運営改革を進める意識共有を図る。

既存の学内組織のそれぞれで、教員と事務局職員が連携・協同
し、事業推進と課題解決へ取り組むべく情報や課題を共有し、効
果的な連携を維持した。特に、事務職員が、各委員会に置いて委
員又は事務担当として関与もしており、教職協同を実現してい
る。

また、動物飼育管理補助に係る臨時職員を雇用し、過重労働と
なっていた教員の業務負担を軽減した。

既に使用していた理事会、経営審議会、教育研究審議会、教授
会、運営戦略会議に加えて他の委員会においてもＡＩ議事録作成
システムを導入し、議事録作成時間を短縮している。

ペーパーレス化については、運営戦略会議において、教員に対
し本学の約７割を占める教育目的での紙の使用状況等に関するア
ンケートを実施した。アンケート結果から、パソコンに電子ペン
での書込み機能がないことや紙資料を使用した勉強スタイルなど
学生側の課題等が多く抽出されたことから、今後は教育の質を維
持しつつ、デジタル技術を活用した時代に即した教育を計画的に
進めていき、結果としてペーパーレス化につなげることを確認し
た。さらに教員に対しては、講義等で使用する分も含めての紙の
使用削減を呼びかけを行った。また、事務局でも簡易決裁をサイ
ボウズのワークフローを使用する方法なども試行し、本学全体で
対前年度比11.5％削減した。

業務のデジタル化については、当初、業務改善プラットフォー
ム（キントーン）活用に関する助力・伴走の委託契約を外部事業
者とを締結し、本学の実情に応じた具体的な活用方法を確立する
予定であったが、改めて費用対効果を踏まえ、本学全体のＤＸを
推進していく中で検討することとなった。

1 Ⅲ

1 Ⅲ

② 大学運営業務のペーパーレス
化を推進するとともに、ＩＣＴ・
ＡＩ技術を活用した業務の自動化
や作業時間の短縮などに関して、
費用対効果を勘案しながら、デジ
タル化について計画的に取り組
む。

大学運営改革の実行計画に基づき、ＡＩ議事
録作成システムのさらなる活用拡大を図るとと
もに、会議のペーパーレス化をさらに進める。

ワーキンググループでさらに業務のデジタル
化の取組みについて検討を進め、優先順位や費
用対効果を勘案しながら、段階的に予算化を図
る。特に、令和５年度に試験的に導入した業務
改善プラットフォーム（キントーン）について
は、ワーキンググループで業務改善に向けた具
体的な活用方法の検証・検討を引き続き行うと
ともに、専門業者のサポートも得ながら本学の
実情に応じた具体的な活用方法を確立する。

また、引き続き決裁事務の簡素化などを推進
し、ペーパーレス化と合わせて紙の使用量10％
削減を目標として実践する。
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Ⅳ：年度計画を上回って実施している。 2

Ⅲ：年度計画を十分実施している。 11

Ⅱ：年度計画を十分には実施していない。 1

Ⅰ：年度計画を実施していない。

○令和６年度実績
　1,368,500枚（4.6％減）

○令和２年度の紙の購入実績1,435,000枚を基準とし、令和６年度実績は1,368,500枚（4.6％減）と削減できて
おり、会議資料のペーパレス化などの成果が現れてきている。50％削減の目標達成に向けて、引き続き講義資
料のペーパレス化の推進及び業務の効率化と合わせて一層進めていきたい。

○事務局職員の超過勤務時間（H30～R2年度
の一人当たりの月平均超過勤務時間を基準と
する）

　最終年度までに25％削減

○令和６年度実績
　31.60時間（4.5％減）

○事務局職員の平成30から令和２年度までの一人当たり月平均超過勤務時間33.08時間を基準とし、令和６年度
実績は31.60時間（4.5％減）であった。令和６年度は職員のスキルアップ等のため約８割の事務局職員の担当
業務を変更したことなどから超過勤務時間の大幅な削減には至らなかった。

特　　記　　事　　項 備　考

○紙の購入量（R2年度実績を基準とする）

　最終年度までに50％削減

なし

第３　業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置
自己
評価

委員会
評価

Ⅳ又はⅢの
構成割合

数値目標
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教員に外部の競争的研究資金等に係る各種助成金の公募情報を適
宜提供するとともに、科学研究費補助金の申請に備えて、学部長、
事務担当者が作成した説明動画・資料の共有や公立大学協会主催の
科研費獲得の研修会を活用し、採択に向けた申請時の留意事項及び
最新の情報の提供に努めた。

なお、間接経費については、事務局において、財務システムで管
理し適正に執行している。

また、教員業績評価において、競争的外部資金や受託・共同研究
資金などの学部資金の獲得状況を引き続き評価項目に掲げ、外部資
金の獲得促進を図っている。

② ＥＰＵ愛顔基金の確保と活用
について、目的型基金制度を検討
するなど効果的な基金運営を進め
るとともに、関係者への情報発信
を強化する。また、経営的視点か
ら、収益性も踏まえた資産の有効
活用などにより、自己収入の継続
的な確保を図る。

「愛媛県立医療技術大学基金（ＥＰＵ愛顔基
金）」の趣旨を様々な機会を通じて、卒業生や
関係者に周知し、基金の拡充を図る。

令和５年度に関係機関との協議が進んだ「ふ
るさと納税」と「遺贈寄附」について、その取
扱いを開始する。開始にあたって「ふるさと納
税」については、砥部町と連携して重点的に広
報を行うとともに、「遺贈寄附」についても、
ＥＰＵ愛顔基金と連動した広報を行う。

また、資産の有効活用に向けて、有料化対象
施設のさらなる範囲拡大を検討する。

数値目標

Ⅳ

① 教員の外部研究資金の獲得を
支援するため、事務局で各種助成
金の公募情報の提供や申請手続等
の支援を行い、間接経費を適正に
管理・執行するとともに、各教員
の獲得状況に応じて、教員業績評
価等に反映させる。

引き続き科学研究費補助金の申請率、採択率
を向上させるための研修会の開催、申請書類の
ブラッシュアップ制度の活用とともに、その他
の研究資金の獲得を奨励するための学内広報を
積極的に実施する。また、間接経費について
は、財務システムで管理し適正に執行する。

教員業績評価において、競争的外部資金や受
託・共同研究資金などの学部資金の獲得状況
を、引き続き評価項目とする。

1 Ⅲ

　
基金について、大学ホームページや開学20周年記念行事でPRを行

うとともに、同窓会誌、大学案内や広報誌を関係者へ郵送する際、
ＥＰＵ愛顔基金への寄附依頼を同封するとともに、卒業生にも寄附
依頼を配布し周知を行った。

また、砥部町へのふるさと納税を活用した寄附募集が開始され、
同町から538件436万円の支援金をいただいた。

そのほか、愛媛銀行と伊予銀行と遺贈寄附に関する協定を締結
し、本学が人生における思い出の場となった方や地域医療の発展を
願う方が、相続が発生した際に、遺言書を作成することなく、本学
に寄付することができる体制を構築した。

2

３　第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置

項　目 　１　外部資金及び自己収入の確保

中期計画 年度計画 業務の実施（計画の進捗状況） ウェイト
進行状況

評価委員会コメント
自己評価 委員会評価

中期目標
　教育研究水準の向上に資する競争的研究資金等の獲得や大学基金への寄附の増による外部資金の確保を積極的に進めるとともに、
　18歳年齢人口の減少を踏まえ入学金等の自己収入減対策に取り組む。

○文部科学省・日本学術振興会の科学研究費補助金等につ
いて

　教員の申請率及び採択件数
　　申請率：80％以上
　　　　    （申請有資格者対象かつ代表者として）
　　採択件数： 新規・継続合わせて６年間で60件

○令和６年度申請率
　　84.4％

○令和６年度採択件数
　　新規採択　　６件
　　継続採択　  22件

　
　科学研究費補助金の申請率は、84.4％（38名／45名(申請有資格者対象)）となり、目標の
80％以上を達成した。
　令和６年度の採択件数は28件で、４年度からの３年間の採択件数は、80件（新規16件、継続
64件）となった。
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業務の実施（計画の進捗状況） ウェイト
進行状況

引き続き教職員全員に、定期的に光熱水費な
ど維持管理経費の実績を周知することにより、
節電の啓発をはじめ、コスト意識を喚起する。　

予算の使途について、重点化及び緊急対応の
観点から常に見直しを図り、優先順位を明確に
したうえで、効率的な執行に努める。

大学管理運営に関しては、専門業者への外部
委託や臨時職員の雇用を継続し、経費削減に努
めるとともに複数年契約や競争入札等を継続実
施することで、経費を削減する。

項　目

中期目標

教職員のコスト意識の醸成を図
るとともに、大学の管理運営にお
ける契約方法及び維持管理経費の
見直し等を行い、経費の節減を図
る。

教職員及び学生全員に、光熱水費など維持管理経費の実績を前年
度と比較したグラフを用いて、定期的に周知し、コスト意識を喚起
した。

また、冷房・暖房の開始時期や設定温度について、光熱水費節減
を勘案した運用を行った。

さらに教員に対し、講義等で使用する分も含めての紙の使用削減
を呼びかけたほか、県から交付される運営費交付金が毎年減額され
ていることや会計基準の改訂により目的積立金の積立が厳しい状況
にあること等を説明し、経費の節減を求めた。

予算の使途については、常に優先順位の明確化を意識しながら、
効率的な執行に努めている。

大学管理運営に関しては、社会保険労務士によるコンサルタント
業務や清掃の委託、警備の複数年委託、庁舎管理に専門性を有する
日々雇用職員の継続雇用など、業務の合理化と人件費抑制に並行し
て取り組んだ。また、複数年契約の継続、灯油やコピー用紙の単価
契約、旧歯科技術専門学校の警備・清掃の一体管理などにより、経
費の削減に努めた。

1 Ⅲ

　限られた予算で最大限効果的な大学運営を行うため、教育研究水準の維持向上に配慮しつつ、経費の効率的、効果的な執行と資産の適切な管理運用を徹底する。

中期計画 年度計画

　２　予算や資産の効率的、効果的な運用

評価委員会コメント
自己評価 委員会評価

Ⅱ：年度計画を十分には実施していない。

Ⅰ：年度計画を実施していない。

Ⅲ：年度計画を十分実施している。 2

Ⅳ：年度計画を上回って実施している。 2

特　　記　　事　　項 備　考

なし

第４　財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置
自己
評価

委員会
評価

Ⅳ又はⅢの
構成割合
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① 内部質保証システム（注７）
の全学的な基本方針と手続きの明
確化を図り、組織的・恒常的なシ
ステム運用を推進する。大学法人
評価や大学認証評価等の外部評価
結果を踏まえ、内部質保証システ
ムの適切性を検証する。

（注７）
・内部質保証システム：大学自ら
が、自らの責任で大学の諸活動に
ついての点検・評価を行い、その
結果をもとに改革・改善に努め、
それを通じて、大学の質を自ら保
証することのできる仕組みのこと

内部質保証に関する方針で定めた責任体制・
システムに基づき恒常的・継続的に大学活動の
質保証を行うとともに質の向上を図る改善を行
う。

法人評価委員会の評価や大学認証評価等の外
部評価結果を踏まえ、内部質保証システムの適
切性を検証する。

中期計画 年度計画 業務の実施（計画の進捗状況）

令和４年度に策定した内部質保証に関する方針で定めた責任体
制・システムに基づいた大学活動の質保証及び改善を行い、内部
質保証システムの恒常的・継続的な運用を行うことができてい
る。

令和５年度に受審した大学基準協会による大学認証評価の結果
において、評価基準に適合していると認定され、令和６年度の大
学法人評価委員会（令和５年度実績）においても、「全体として
順調に進捗している」と評価されており、本学の内部質保証シス
テムの適切性が認められている。

ウェイト
進行状況

評価委員会コメント
自己評価 委員会評価

1 Ⅲ

2 Ⅲ

② 学部、研究科、各委員会等は
各々の役割に応じた自己点検評価
を定期的に実施して、ＰＤＣＡサ
イクルにより教育研究及び業務の
改善・向上に努めるとともに、そ
の成果を学内外に積極的に公表す
る。

内部質保証システムの運用においては、学
部、学科、研究科、専攻科、各委員会の各組織
ごとに自己点検評価を実施し、ＰＤＣＡサイク
ルにより教育研究及び業務の改善・向上に努め
るとともに、自己点検評価委員会において、こ
れらの点検・評価結果を集約し全学的な問題点
の整理や改善方策を検討したうえで、運営戦略
会議において改善課題等を指摘し、各組織に
フィードバックする。

また、自己点検・評価結果、法人評価委員会
による評価結果、外部評価機関による認証評価
結果など内部質保証の成果については、ホーム
ページを通じて積極的に社会に公表する。

内部質保証に関する方針に従い、学部、学科、研究科、専攻
科、各委員会等の組織単位で、自己点検・評価を実施し、ＰＤＣ
Ａサイクルにより改善・向上を図った。

10月に開催した自己点検・評価委員会では、６月末に提出した
令和５年度業務実績に対する法人評価委員会の評価結果を基に、
全学的な問題点の共有を図り、改善方法の検討を経て各組織に
フィードバックすることで、年度後半の事業展開に繫げた。

２月に開催した同委員会においては、令和６年度１月までの業
務実績及び３月までの実施見込みについて各組織単位で自己点
検・評価した結果を集約・検証し、その結果を７年度の年度計画
に反映させた。なお、６年度の業務実績は、７年５月と６月に開
催する自己点検・評価委員会において最終確認し、運営戦略会議
や法人組織である理事会や審議会で審議したのち、６月末に法人
評価委員会へ提出される。

また、本学では、小規模大学である特長を活かして、大学運営
に必要な各種委員会等を大学レベルで組織運営しており、全ての
教職員が複数の委員会に所属し大学運営を担っている。また、各
種委員会等では大学全体レベル、学部や研究科レベル、学科等の
学位レベルなどの様々なレベルの活動を行っており、その活動に
ついて自己点検・評価及び改善を図っている。この取組みは、毎
月開催する教授会で報告し学内で共有し、業務の改善・向上につ
なげている。動物実験委員会では、今年度、動物実験外部検証を
10月15日に受審し、全体的に動物実験や施設の管理が適正に実施
されているとの評価を受けた。一部不備を指摘された点に関して
は、規程やマニュアル等を改正するなど改善を行った。

４　第５ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するためにとるべき措置　

項　目 　１　自己点検・評価の実施

中期目標
　大学運営、教育研究活動及び社会貢献等について、定期的に自己点検・評価を実施し、ＰＤＣＡサイクルを用いて改善・改革に努めるとともに、
　外部評価機関による評価を受け、学内にフィードバックする。
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② 大学ホームページのコンテン
ツの充実やＳＮＳ等を活用した新
たな情報発信方策について検討
し、学生の確保に向けて広報活動
を戦略的に展開する。

ホームページについては、見やすさや訴求力
に重点をおいたデザインの改良、サイトマップ
の再構築等を引き続き検討するとともに、内容
の見直しなどの改善を図り、広報活動を強化す
る。

1

ホームページを通じて正確な情報発信ができるよう発信内容に
ついて確認を行い整備を実行した。また、４月に開設した大学公
式ＳＮＳ（インスタグラム）について、オープンキャンパスや進
学説明会等を通じて、高校生に周知を行い新たなフォロワー数の
獲得に貢献した。

Ⅲ

　公立大学法人として、県民に対し、法人の組織運営や大学の活動状況、外部評価の結果等について積極的に情報を公開し、大学に対する理解度、信頼度の向上に
　努めるとともに、大学の特色ある教育研究活動や社会貢献等の取組を広くアピールするため、積極的な情報発信を行う。

中期計画 年度計画 業務の実施（計画の進捗状況） ウェイト
進行状況

評価委員会コメント
自己評価 委員会評価

項　目 　２　情報公開及び情報発信

中期目標

① 大学の特徴ある教育研究活動
や社会貢献等の取組み等につい
て、マスコミへの情報提供、ホー
ムページ、広報誌等を通じて積極
的に情報を発信し、大学への理解
促進とイメージアップを図る。

タイミングをとらえたマスコミへの情報提供
等により積極的な情報発信を図る。

大学の教育研究活動や地域交流センターの活
動などの最新情報を、引き続きホームページや
広報誌、大学案内などを通じて広く発信すると
ともに、大学の魅力や特性を効果的にアピール
するものとなるよう内容の充実を図る。

また、大学基準等に照らして社会や学生に必
要な情報がホームページ等で適切にアップデー
トされているか検証を行い、適切な情報を公表
及び更新ができるような体制の整備を図る。

本学をＰＲし、大学への理解促進とその存在
感を高める絶好の機会とするため、７月に市民
公開講座を開催し、９月に開学20周年記念事業
を実施する。

大学開学20周年記念事業として、７月14日に公開講座を開催
し、その中では本学のこれまでの歩みと今後の展望の紹介に加
え、講師に政府の元新型コロナウイルス感染症対策分科会会長の
尾身茂氏等を招聘して、新型コロナ禍における県内従事者の活躍
や教訓を踏まえた感染症パンデミックへの備え等について、医療
関係者及び県民向けに講演をした。また、９月28日には、本学の
発展に尽力をいただいた関係者を招いて記念式典・祝賀会を開催
した。当日の愛媛新聞には、スクールカラーの菖蒲色を用いた一
面広告を掲載し、受験生や保護者など県民に向けた広報を行い、
大学の知名度向上を図った。

また、教職員は砥部町から寄贈いただいた学章をあしらった砥
部焼製のピンバッジを着用し、イメージアップを図っている。

さらには、令和６年度からはインスタグラムを活用して、自然
に囲まれた教育環境、イベントの様子、学食のランチやスイーツ
など本学の魅力をホームページ以外でも発信している。

大学広報機会の確保に向け新たな情報発信策を検討し実施し
た。

オープンキャンパスについては、ホームページ等や高等学校対
象説明会で参加教員に向けて本学についての情報発信（高等学校
対象説明会 参加校23校）や各高等学校に開催案内を送付するな
ど効果的な広報活動を実施した。

また、12月を大学ホームページ上のWEBオープンキャンパス集中
視聴期間とし、県内外の高校生やその保護者に向けて、大学の特
徴や入試情報、学生生活の様子を発信し、大学への理解促進を
図った。

大学広報誌「砥礪」は、開学20周年をテーマに企画し、本学の
20年のあゆみ等を広く学外に周知した。また、「大学案内」は、
アドミッションポリシーなど３Pの変更に伴う修正を行うととも
に、入試情報、国家試験合格率、就職状況などを最新の情報に更
新した。

1
Ⅳ
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特　　記　　事　　項 備　考

なし

第５　自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標
自己
評価

委員会
評価

Ⅳ又はⅢの
構成割合

Ⅰ：年度計画を実施していない。

Ⅳ：年度計画を上回って実施している。 1

Ⅲ：年度計画を十分実施している。 4

Ⅱ：年度計画を十分には実施していない。
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委員会評価
中期計画 年度計画 業務の実施（計画の進捗状況） ウェイト

進行状況
評価委員会コメント

自己評価

① 老朽化した機能を良好に維持
するため、長寿命化計画に基づく
計画的な施設設備の整備・修繕を
行う。

目的積立金を活用して、長寿命化計画に基づ
き、体育教官室・中央監視室の空調更新、消火
栓ホースの取替え、各教室のガス漏れ警報器の
更新を行う。

また、運営費交付金の特別分を財源として、
令和４年度に実施した外壁打診調査により劣化
が確認された外壁について補修を行う。

５　第６ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置

項　目 　１　施設設備の整備、活用等

中期目標  良好で安全な教育研究環境を保持するため、施設整備を適切に維持管理し、長寿命化計画に基づく計画的な整備を行う。

目的積立金を活用して、ガス漏れ火災警報設備直流電源装置の
更新を行った。また、一般管理費により消火栓ホースの取替えを
行った。体育教官室・中央監視室の空調については、会計基準改
訂の影響等により目的積立金の積立が難しいことや緊急性がない
ことから、更新を見送った。

そのほか、運営費交付金の特別分を財源として、外壁補修を実
施した。

1 Ⅲ

1 Ⅲ

② 施設設備の整備について、安
全維持や障がい者利用の観点のほ
か、教育研究機能、地域貢献活動
における必要性を十分に検討し優
先順位を見極めたうえで計画的に
実施する。

施設の定期的な巡回・点検等により危険個所
の早期発見に努め、危険防止・安全維持・バリ
アフリー化のなどのために必要な整備をきめ細
かく実施する。

また、別館の有効活用に向けてワーキンググ
ループでの協議結果に沿って、可能なところか
ら別館の改修・整備に着手する。

学生の要望により、駐輪場近くの階段に照明を設置した。ま
た、枯木の除去や別館前インターロッキング、別館講堂天井や食
堂前通路天井の整備等、危険個所を早期に発見し、対応を行っ
た。

別館の有効活用については、7101研修室にタイルカーペットや
机、椅子等の設置が完了し、環境が整備された。
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業務の実施（計画の進捗状況） ウェイト
進行状況

評価委員会コメント
自己評価 委員会評価

① 新興・再興感染症対策に対応
した安全衛生管理・感染防止体制
を継続するとともに、大規模災害
等を想定した防災設備・備品の計
画的整備や訓練の実施等、危機管
理体制の拡充を図る。また、ＩＴ
環境の変化に対応した情報管理を
徹底する。

Ⅲ

項　目 　２　危機管理・人権

中期目標
　近年の大規模災害や世界的な感染症などの未曽有の事態を教訓に危機管理体制の拡充を図るとともに、日頃の安全衛生管理等に努め、安全、安心な教育研究環境を確保する。
　また、人権の遵守やハラスメント防止に関する社会的な意識改革を踏まえた学内啓発に努める。

中期計画 年度計画

　新型コロナやインフルエンザのほか、新興・
再興感染症対策を意識した学内の安全衛生管
理・感染防止体制の継続により、持続可能な大
学運営を維持する。
　危機管理基本マニュアルの内容を確認し、必
要に応じて見直しを図るとともに、改めて教職
員に周知する。
　衛生委員会のもとで、安全衛生管理計画に基
づき教職員・学生の安全衛生を確保するための
諸活動を確実に実施する。二酸化炭素濃度を含
めた室内空気環境測定を２か月に１度実施する
とともに、衛生委員会において職場巡視を実施
し、持続可能な大学運営を維持する。
　また、大規模災害時の避難所マニュアルの策
定や災害対策本部設置訓練の実施に向けて内容
を継続して検討していくほか、引き続き防災備
品や物資の整備・備蓄を行うとともに、学生や
教職員を対象とした効果的な防災教育や訓練を
実施する。
　教職員に対しては、引き続き情報セキュリ
ティリテラシー向上に向け、セルフラーニング
（Web上の理解度チェックシステム）を含めた
研修を実施する。
　令和５年度に実施した「情報セキュリティ監
査」で指摘を受けたことに対応するとともに、
監査の実施における課題を点検し、必要に応じ
て「情報セキュリティ監査実施要領」の見直し
を図り、６年度の監査を実施する。また、適時
情報リスクに関する注意情報を発出する。
　学生に対しては、引き続き情報セキュリティ
教育を一部の授業の中に位置付け、全学的に情
報セキュリティ意識の向上を図る。

1

　新型コロナ感染症の感染症法上の位置付けが５類感染症に移行
した令和５年５月８日以降、学生の学内外における活動を基本的
な感染対策の継続を除き、原則として、平常時の対応としたが、
引き続き保健医療従事者を目指す者であることの自覚をもって、
油断することなく、基本的な感染対策とより一層慎重な感染回避
行動をとるよう呼び掛けるともに、危機管理委員会を存続させ、
新興・再興感染症対策を意識した学内の安全衛生管理・感染防止
体制を継続させた。
　感染症対策として、建物入口など主要箇所に手指消毒液の配置
を継続するとともに、二酸化炭素濃度を含めた室内空気環境測定
を２か月に１度実施した。また安全衛生の視点も含めた職場巡視
を行い、学内の安全衛生の向上に努めた。
　「災害対策マニュアル」の見直し及び「学生用避難所運営マ
ニュアル」の策定、「災害対策本部設置訓練」を実施した。
　また、引き続き防災備品や物資の整備・備蓄を行うとともに、
学生や教職員を対象とした効果的な防災教育や訓練を実施した。
　教職員の情報セキュリティに関するリテラシー教育は、8月1日
から8月16日の間にセルフラーニング研修を実施し、情報セキュリ
ティに関する全体の状況を把握するとともに、教職員自身で学び
を深めた。
　情報セキュリティ監査は、令和5年度末の情報ネットワークを中
心とした監査で特に問題の指摘を受けなかったため令和6年度は見
送った。一方で、「情報（電子・紙を問わず）の種別による取扱
ポリシーやルールの明文化についての進言を受け、CISO補佐（事
務局次長）と情報基盤センター長で方向性を検討していくことと
している。
さらに、「サイバーセキュリティ対策等基本計画」は令和6年度か
ら8年度版に更新し、令和7年度前期までの達成を目標に「情報セ
キュリティインシデント対応手順及びインシデントフローの洗練
化」に向けて取り組んでいる。
　情報リスクに関する注意情報については情報基盤センターから
タイムリーに発信するとともに、長期休暇の前後にもパソコンの
セキュリティ対策の徹底を呼びかけた。
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② 各種ハラスメント防止や人権
意識向上のための体制整備を進め
るとともに、学生及び教職員を対
象とした意識啓発活動や研修を継
続的に実施する。

大学院生を含めた全学生に対し、ハラスメントに関するアン
ケート調査をE-studyを使って７月から９月に「学生生活に関する
アンケート」の中で実施した。その結果を10月の学生委員会で分
析し、回答のあったセクシャルハラスメント２件とアカデミック
ハラスメント２件について、11月の教授会で全教職員に報告し、
注意喚起を行うことで再発防止に努めた。

全教職員に対しては、12月にE-studyを利用した各種ハラスメン
トに関するアンケートを実施し、運営戦略会議でアンケート結果
に現れた課題等を分析した。また、アンケート結果を教授会で報
告するとともに、厚生労働省の「職場におけるハラスメント防
止」に関するリーフレットを配付し、意識啓発を行った

教職員を対象とする研修会については、SPOD（四国地区大学教
職員能力開発ネットワーク）加盟校内講師派遣プログラムを活用
し、組織メンバーの円滑な協働を推進する「チームビルディン
グ」をテーマにしたFD研修を開催したほか、、学生−教職員間ハラ
スメント防止の基盤となる、学生理解や人間関係の形成に関連す
る最近のトピックスを学ぶことを目的とした研修を１月に開催し
た。

また、学生生活で生じる様々な問題や悩みの解決を手助けする
学生相談室に学外カウンセラーを配置し、随時相談を受け付ける
とともに、相談件数が多い場合は相談枠を増やしたり、学生の時
間に制限がある場合は時間外枠を設けるなど、カウンセラーの過
度な負担にならない程度で柔軟に対応していただき、相談体制の
充実に取り組んだ。

引き続き全教職員及び大学院生を含めた全学
生に対し各種ハラスメントに関するアンケート
調査を実施し、その結果を分析して全教職員に
提示するとともに、改善点があれば、その対応
策を全教職員で協議するなど万全の対応を行
う。

学生相談室に学外カウンセラーを配置し、随
時相談を受け付けるとともに、さらなる相談体
制の充実について継続して取り組む。

また、教職員を対象とする研修会において
は、講師にアンケート結果を提示し、その結果
を踏まえた内容を含む研修を依頼する。 1 Ⅲ

第６　その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置

備　考特　　記　　事　　項

なし

Ⅳ又はⅢの
構成割合

委員会
評価

自己
評価

4

Ⅳ：年度計画を上回って実施している。

Ⅲ：年度計画を十分実施している。

Ⅱ：年度計画を十分には実施していない。

Ⅰ：年度計画を実施していない。

評価委員会コメント
自己評価 委員会評価

中期計画 年度計画 業務の実施（計画の進捗状況） ウェイト
進行状況
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財務諸表及び決算報告書を参照

　
　決算において剰余金が生じた場合
は、教育研究の質の向上並びに組織運
営及び施設設備の改善に充てる。

　
　決算において剰余金が発生した場合は、教育研究
の質の向上並びに組織運営及び施設設備の改善に充
てる。
　また、昭和63年度の短期大学設置から36年を超
え、耐用年数が大きく経過している大型設備をはじ
め本学施設設備全体の抜本的な改修計画を検討する
に当たり、大規模改修の推進を要望していく。

 
　令和5年度の利益剰余金421,871,879円のうち、
15,878,451円について、知事の承認を得て、目的積
立金として積み立てた。

中期計画 年度計画 業務の実施（計画の進捗状況） 評価委員会コメント

10　第11 剰余金の使途

中期計画 年度計画 業務の実施（計画の進捗状況） 評価委員会コメント

６　第７ 予算、収支計画及び資金計画

７　第８ 短期借入金の限度額

中期計画 年度計画 業務の実施（計画の進捗状況） 評価委員会コメント

１　短期借入金の限度額
　１億円（事業年度の年間運営費の概
ね1月相当額程度）
２　想定される理由
　運営費交付金の受入れ遅延及び事故
の発生等により緊急に必要となる対策
費として借り入れることを想定する。

１ 短期借入金の限度額
　１億円（事業年度の年間運営費の概ね１月相当額
程度）
２ 想定される理由
　運営費交付金の受入遅延及び事故の発生等により
緊急に必要となる対策費として借り入れることを想
定する。

　
　短期借入金の実績なし

８　第９ 出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産の処分に関する計画

　なし  　なし  　なし

９　第10 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

中期計画 年度計画 業務の実施（計画の進捗状況） 評価委員会コメント

　なし  　なし  　なし
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中期計画 年度計画 業務の実施（計画の進捗状況） 評価委員会コメント

　なし 　なし 　なし

　前中期目標期間繰越積立金について
は、教育研究の質の向上並びに組織運
営並びに施設整備の改善に充てる。

　積立金の使途
　前中期目標期間の積立金については、教育研究の
質の向上並びに組織運営並びに施設整備の改善に充
てる。

　なし

項　目 　４　その他法人の業務運営に関し必要な事項

項　目 　３　法第４０条第４項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する計画 

中期計画 年度計画 業務の実施（計画の進捗状況） 評価委員会コメント

中期計画 年度計画 業務の実施（計画の進捗状況） 評価委員会コメント

　第３の３「人事」に記載のとおり 　第３の３「人事」に記載したとおり 　第３の３「人事」に記載のとおり、実施した。

　中期目標を達成するために必要な業
務の進捗状況を踏まえ、施設及び設備
の整備や老朽度合等を勘案した施設及
び設備の改修を行う。

　第６の１「施設設備の整備、活用等」に記載した
とおり
（注）中期目標を達成するために必要な業務の実施
状況を勘案した施設及び設備の整備や老朽度合等を
勘案した施設及び設備の改修等が追加されることが
ある。

　なし

項　目 　２　人事に関する計画

項　目 　１　施設及び設備に関する計画

中期計画 年度計画 業務の実施（計画の進捗状況） 評価委員会コメント

11　第12 県の規則で定める業務運営に関する事項
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